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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（笹川広美議員） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員数は11名です。 

 ただいまから令和５年度中能登町議会６月

定例会議を再開します。 

 本定例会議の会議期間は、会議日程表のと

おり本日から６月16日までの12日間といたし

ます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 諸般の報告をします。 

 地方自治法第121条の規定による本会議に

出席する者を別紙の説明員職氏名一覧表とし

てお手元に配付しましたので、ご了承願いま

す。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

 ◎会議録署名議員の指名 

○議長（笹川広美議員） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 本定例会議の会議録署名議員は、会議規則

第121条の規定により、12番 坂井幸雄議

員、１番 三浦克欣議員を指名いたします。 

 

 ◎議案の上程 

○議長（笹川広美議員） 日程第２ 

 決議第１号 議員派遣の件を議題といたし

ます。 

 議案書は、その１、５ページとなります。 

 お諮りいたします。 

 議員派遣の件については、お手元に配付の

とおり、地方自治法第100条第13項及び会議

規則第123条の規定により、派遣することに

したいと思います。これにご異議ございませ

んか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、決議第１号 議員派遣の件は、派

遣することに決定しました。 

 

 ◎議案の一括上程 

○議長（笹川広美議員） 日程第３ 

 議案第４号 令和５年度中能登町一般会計

補正予算 

 議案第５号 令和５年度中能登町水道事業

会計補正予算 

 議案第６号 令和５年度中能登町下水道事

業会計補正予算 

 議案第７号 石川県市町村職員退職手当組

合規約の変更について 

 以上の議案４件を一括して議題といたしま

す。 

 

 ◎提案理由説明 

○議長（笹川広美議員） 町長から提案理由

の説明を求めます。 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 おはようございます、改め

て。 

 本日ここに、令和５年度中能登町議会６月

定例会議の開会に当たり、近況について申し

述べるとともに、提案いたしました各議案に

ついて、ご説明をいたします。 

 まず初めに、５月19日から21日にかけて、

Ｇ７サミットがウクライナのゼレンスキー大

統領の出席を得て広島で開催されました。 

 会議では、現在のウクライナ情勢を踏ま

え、ロシアに対する制裁やウクライナ支援の

継続、強化を確認したとのことです。今回の

サミットを機に、一刻も早いロシアによる侵

攻の停止や核軍縮、不拡散体制の強化など、

具体的な成果につながってくることを願って

おります。 

 次に、新型コロナウイルス感染症について

は、５月８日から法律上の位置づけが２類相

当から５類に移行されました。これにより、
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これまで中止していたイベントや催物が全国

各地で開催され、大勢の人出でにぎわってい

る報道を見ますと、景気の回復の兆しが見え

てきたように思えます。 

 しかしながら、新型コロナ自体は収束した

わけではなく、今後は個人の判断による感染

対策が必要となりますので、町民の皆様に

は、マスクの着用や手洗いなど状況に応じた

基本的な感染対策について引き続き行ってい

ただくようお願いをいたします。 

 また、５月５日に発生した最大震度６強の

珠洲地震から今日で１か月が経過しました。

中能登町では、幸いにも大きな被害はありま

せんでしたが、珠洲市では、１か月経過した

今でも震度１以上の地震が頻発しており、住

民の方は今なお不安な日々を過ごしておられ

ることと思います。 

 こうした中、珠洲市では５月15日から奥能

登２市２町を中心とした災害ボランティアの

募集を開始し、復旧に向けた取組がなされて

おります。 

 中能登町といたしましても、県を通じて、

５月10日より災害廃棄物の受入れ、搬入補助

や下水道管路の緊急被害調査など、人的支援

として町職員や保健師を現地へ派遣しており

ます。 

 また、今月からは、地震による家屋被害の

認定調査業務の協力要請に対し、経験のある

職員を派遣することとしております。 

 今後も復旧に向けた様々な支援をしていき

たいと考えております。 

 それでは、本定例会議に提案いたしました

議案の主な内容につきまして、順次ご説明を

いたします。 

 最初に、議案第４号 令和５年度中能登町

一般会計補正予算につきましては、歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ1,999万1,000

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ103億1,443万6,000円とするもので

あります。 

 また、第２表地方債補正につきましては、

農業農村整備事業及び林道整備事業につい

て、限度額をそれぞれ増額し、地方債の総額

を７億5,880万円とするものであります。 

 補正予算の歳入の主なものは、第15款県補

助金の農村総合整備事業補助金として414万

円、団体営土地改良事業費補助金として400

万円を増額するものであります。 

 また、第18款繰入金の財政調整基金繰入金

として52万3,000円を減額するものでありま

す。 

 歳出の主なものは、第６款農林水産業費の

町単土地改良事業費として650万円、団体営

土地改良事業費として1,150万円をそれぞれ

増額するものであります。 

 次に、議案第５号 令和５年度中能登町水

道事業会計補正予算につきましては、資本的

支出で49万5,000円を増額するもので、危機

管理マニュアルを改定するものであります。 

 次に、議案第６号 令和５年度中能登町下

水道事業会計補正予算につきましては、資本

的収入及び支出それぞれ2,050万円を増額す

るもので、主なものは、管渠の耐震化工事を

減額し、処理場の改築更新工事を増額するも

のであります。 

 次に、議案第７号 石川県市町村職員退職

手当組合規約の変更についてであります。 

 この規約は、石川県市町村職員退職手当組

合を組織する手取川流域環境衛生事業組合が

令和５年３月31日付で解散したことにより、

規約を変更するものであります。 

 以上、本日提出いたしました議案各件につ

きまして、その大要をご説明申し上げました

が、議員各位におかれましては、慎重なる審

議をいただき、適切なる議決を賜りますよう

お願いを申し上げまして、提案理由の説明を

終わります。 

○議長（笹川広美議員） 町長の提案理由の

説明が終わりました。 
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 ◎議 案 説 明 

○議長（笹川広美議員） これより、本定例

会議に上程されました議案４件について一括

して議案の説明及び質疑を行いますが、予算

関係の議案第４号から第６号の補正予算につ

いての質疑は、６月７日の予算決算常任委員

会で行いますので、ここでの質疑は省略しま

す。 

 それでは、議案第４号 令和５年度中能登

町一般会計補正予算について説明を求めま

す。 

 まずは歳入全般について説明を求めること

とします。 

 議案書は、３ページから９ページとなりま

す。 

 高名参事兼総務課長 

  〔高名雅弘参事兼総務課長登壇〕 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、議案

書その２の３ページをお開きください。 

 議案第４号 令和５年度中能登町一般会計

補正予算で、令和５年度中能登町の一般会計

補正予算は、次に定めるところによるもので

す。 

 第１条、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ1,999万1,000

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ103億1,443万6,000円とするもので

す。 

 それでは次に、６ページをお開きくださ

い。 

 第２表地方債補正で、農業農村整備事業の

限度額5,870万円を6,580万円とし、710万円

増額するとともに、林道整備事業の限度額を

新たに230万円追加するものです。 

 次に、９ページをお開きください。 

 ９ページは歳入の補正となります。 

 それでは最初に、第12款分担金及び負担金

の農業費分担金として、町単土地改良事業費

分担金52万5,000円及び団体営土地改良事業

費分担金105万円を追加するとともに、第15

款県支出金におきましても、農林水産業費県

補助金として、農村総合整備事業補助金414

万円を追加するとともに、団体営土地改良事

業費補助金400万円を追加するものです。 

 次に、第18款繰入金の基金繰入金では、財

源調整のため財政調整基金繰入金を52万

3,000円減額するものです。 

 次に、第20款の諸収入の雑入では、コミュ

ニティ助成事業助成金80万円を追加するとと

もに、ほ場整備事業換地清算金59万9,000円

を追加するものです。 

 そして、第21款の町債は、先ほど第２表で

説明をいたしましたので、ここでの説明は省

略をいたします。 

 歳入の説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 続いて、同じく議

案第４号 令和５年度中能登町一般会計補正

予算の歳出について説明を求めます。 

 議案書は、10ページとなります。 

 岩田企画課長 

  〔岩田 正企画課長登壇〕 

○岩田 正企画課長 それでは、議案書10ペ

ージを御覧ください。 

 上段の第２款１項６目企画費、９細目公共

交通事業の10節の１、消耗品費で39万4,000

円の増額補正をお願いするものであります。 

 内容といたしましては、現在運行している

コミュニティバス２台分のホイールの購入費

となります。 

 今年の３月頃より、北鉄能登バスの始業点

検においてホイールナットの緩みを発見する

ことが度々起こっており、ハブ穴の摩耗及び

ゆがみがあることが確認されました。このホ

イールは、夏タイヤ及び冬タイヤを交換し、

年中使用しておりますので、このまま使用す

ると最悪、車輪脱落のおそれも考えられるこ

とから、乗客の安全性を考慮し、今回全ての

ホイールを交換するものであります。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 藤岡農林課長 
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  〔藤岡桂一農林課長登壇〕 

○藤岡桂一農林課長 続きまして、６款１項

７目２細目農地総務費では、13節使用料及び

賃借料の農地農業用施設システム使用料で19

万7,000円の増額計上になります。 

 このシステムは、石川県と石川県土地改良

事業団体連合会が連携して作成されたもの

で、農地や農業用施設に関する詳細情報が電

子地図上で確認できるほか、補修履歴などの

データを一元管理できるなど、ペーパーレス

化やデータの一元管理による事業の効率化が

見込まれるものであります。 

 続いて、３細目県営土地改良事業費では、

21節補償金の県営ほ場整備事業換地清算金で

60万円の計上になります。これは末坂地区の

県営ほ場整備事業の完了によるものでありま

す。 

 続いて、４細目町単土地改良事業費では、

14節工事請負費で650万円の増額計上になり

ます。工事の内訳としまして、地区要望のあ

りました箇所で、緊急浚渫推進事業に採択さ

れた二宮地内の13号排水路及び武部地内の棚

林池のしゅんせつ工事をするものでありま

す。 

 続いて、８細目団体営土地改良事業費で

は、12節委託料、工事設計等のうち設計業務

で750万円、調査業務で400万円、合計1,150

万円を増額計上するものであります。 

 内容につきましては、まず１点目は、農村

総合整備事業（中能登北部地区）において、

地元の要望による事業計画の変更に伴い、事

業計画書作成業務で150万円、換地設計業務

で600万円、合計750万円を増額するもので

す。 

 ２点目は、団体営震災対策農業施設整備事

業、補助率は国の100％ですが、ため池耐震

調査業務において、当初の想定より支持層の

深度が深かったため、掘削の増加及び構造計

算の追加による設計費の増加が見込まれ、

400万円を増額するものであります。 

 続いて、６款２項１目１細目林業総務費で

は、予算の増減はありませんが、財源の更正

を行うものであります。 

 説明は以上になります。 

○議長（笹川広美議員） 木幡総務課担当課

長 

  〔木幡嘉広総務課担当課長登壇〕 

○木幡嘉広総務課担当課長 続いて、10ペー

ジ下段をお願いいたします。 

 ９款１項１目消防総務費で80万円の増額を

お願いするものです。 

 18－２補助金のコミュニティ助成金とし

て、一般財団法人自治総合センター宝くじ助

成事業の自主防災組織育成助成事業に二宮あ

おば台区自主防災組織が申請しました発電

機、ポータブルトイレ、防災備蓄倉庫等の防

災資機材の整備が採択を受けたことにより、

80万円を計上するものであります。 

 なお、この事業に係る財源につきまして

は、歳入に同額の80万円を計上しておりま

す。 

 説明は以上となります。 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第５号

 令和５年度中能登町水道事業会計補正予算

について説明を求めます。 

 議案書は、11ページから13ページとなりま

す。 

 田中生活環境課長 

  〔田中 智生活環境課長登壇〕 

○田中 智生活環境課長 それでは、議案書

11ページをお願いいたします。 

 議案第５号 令和５年度中能登町水道事業

会計補正予算であります。 

 第１条、令和５年度中能登町水道事業会計

の補正予算は、次に定めるところによるもの

でございます。 

 第２条です。予算書第４条資本的支出の予

定額を次のとおり補正するものでございま

す。 

 支出の第１款第１項建設改良費で、補正予
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定額49万5,000円を増額し、１億 3,765万

3,000円とするものでございます。 

 それでは、13ページのほうをお願いいたし

ます。 

 資本的支出です。 

 １目改良工事費、委託料の危機管理マニュ

アル改定で49万5,000円の増額補正をお願い

するものでございます。 

 この改定は、今年１月末に能登地区５市２

町で発生した寒波による断水被害を踏まえ、

県は断水収束後、直ちに市町とともに、今回

の寒波による備えや断水後の対応等について

検証に乗り出しており、これまでに３回の会

議を経て、最終の取りまとめ段階となりまし

た。 

 このことを受けまして、令和元年度に策定

しております中能登町水道危機管理マニュア

ルには、寒波による対策については盛り込ま

れていないため、県の指導の下、今回追加を

するものでございます。 

 その内容は、まずは凍結断水の経験を継承

し、今後に生かすことが目的でございます。

寒波前、寒波到来後の断水前や断水発生後と

いったタイムラインに応じた詳細な対応や、

全庁的な動員体制づくり、その他、今回効果

のあった取組などを反映できればと考えてお

ります。 

 また、今回だけではなく、５年前にも同様

の事象が発生しており、その際にも多くの職

員の協力がありました。これらを経験した職

員からも聞き取りながら作成していくことと

しております。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第６号

 令和５年度中能登町下水道事業会計補正予

算について説明を求めます。 

 議案書は、14ページから17ページとなりま

す。 

 田中生活環境課長 

○田中 智生活環境課長 それでは、議案書

14ページをお願いいたします。 

 議案第６号 令和５年度中能登町下水道事

業会計補正予算であります。 

 第１条、令和５年度中能登町下水道事業会

計の補正予算は、次に定めるところによるも

のでございます。 

 第２条です。予算書第４条資本的収入及び

支出の予定額を次のとおり補正するもので、

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額３億3,743万8,000円を３億5,793万8,000円

と改めるものであります。 

 まず、収入の第１款第２項補助金で1,320

万円を減額し５億8,643万7,000円に、第３項

企業債で3,370万円を増額し３億9,370万円と

するものでございます。 

 次に、支出でございます。 

 第１款１項建設改良費で2,050万円を増額

し、１億6,656万9,000円とするものでござい

ます。 

 それでは、15ページをお願いいたします。 

 企業債、第３条でございます。 

 予算書第５条企業債の限度額を次のとおり

改めるものでございます。 

 起債の目的、特定環境保全公共下水道事業

債の補正後の限度額を3,370万円増額し、３

億4,070万円に改めるものでございます。 

 それでは、17ページのほうをお願いいたし

ます。 

 資本的収入及び支出予算となります。 

 第１款２項１目国庫補助金、社会資本整備

総合交付金で1,320万円の減額です。この減

額は、今年度の国当初予算の配分が76％にと

どまったことにより減額するものでありま

す。 

 これに伴い、その下の企業債では、財源振

替並びに更新工事の増額により3,370万円を

増額させていただくものであります。 

 続いて、下段の表の支出でございます。 

 １目建設改良費、工事請負費で2,050万円

の増額でございます。内容は、交付金減額に
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伴い、今年度施工の交付金充当工事箇所の見

直しを行い、鹿島中部クリーンセンターの電

気室の改築更新工事を優先して事業を進める

ことといたしました。 

 組替えの内容でございますが、まず、説明

にもありますとおり管渠耐震化工事2,100万

円は、今年度の工事を見合わせることとし、

減額とさせていただきました。 

 続いて、処理場改築更新工事は、組替えに

よる2,100万円と2,050万円の増額工事を合わ

せ、4,150万円を計上させていただいており

ます。 

 その理由でございますが、電気室の改築更

新は、将来の処理場の統廃合計画にも対応可

能な仕様を検討した結果、当初予算編成時に

は汚泥処理設備のコントロール盤の更新を実

施する予定でありましたが、増設時に再構築

が必要となり手戻り工事が発生することが分

かりました。これらを受けまして、処理場の

統廃合に影響のない受変電盤設備工事を優先

して実施することとしたものでございます。 

 説明は以上でございます。 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第７号

 石川県市町村職員退職手当組合規約の変更

について説明を求めます。 

 議案書は、18ページ及び19ページとなりま

す。 

 高名参事兼総務課長 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、議案

書18ページをお開きください。 

 議案第７号 石川県市町村職員退職手当組

合規約の変更について、地方自治法第286条

第１項の規定により石川県市町村職員退職手

当組合規約を変更することについて、同法第

290条の規定により議会の議決を求めるもの

であります。 

 それでは次に、19ページを御覧ください。 

 改正分となりますが、手取川流域環境衛生

事業組合の解散によりまして同組合を削除す

るもので、知事の許可の日から施行し、令和

５年４月１日から適用するものです。 

 説明は以上です。 

○議長（笹川広美議員） 説明が終わりまし

た。議案第７号について質疑はありません

か。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 

 以上で議案の説明及び質疑は終結します。 

 

 ◎常任委員会付託 

○議長（笹川広美議員） 日程第４ 常任委

員会付託 

 ただいま議題となっております議案第４号

から議案第７号につきましては、会議規則第

35条第１項の規定により、お手元に配付して

おります付託表のとおり、それぞれの所管の

常任委員会に付託いたします。 

 

 ◎散   会 

○議長（笹川広美議員） 以上で本日の日程

は終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会します。 

 ご苦労さまでした。 

           午前10時32分 散会 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（笹川広美議員） ただいまの出席議

員数は11名です。 

 本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 

 ◎一 般 質 問 

○議長（笹川広美議員） 日程第１ これよ

り一般質問を行います。 

 あらかじめ申し上げておきます。一般質問

について、各議員の持ち時間は60分間であり

ますので、守っていただくようお願いいたし

ます。また、通告以外の関連質問は控えてく

ださるようお願いいたします。執行部におか

れましては的確な答弁を求めておきます。 

 それでは、発言順に質問を許します。 

 ５番 澤 良一議員。 

  〔５番（澤 良一議員）登壇〕 

○５番（澤 良一議員） それでは、通告に

従い質問いたします。 

 まず初めに、お断りを申し上げます。本日

は私の質問は、ご案内のとおりほとんどが、

人事、組織に係るものでございます。この人

事組織というのは、自治体の首長の専決事項

でございます。また、組織の指導者としても

職員の配置や異動等については人事決定に関

与されております。 

 そうした中で、一方、議会は自治体の行政

監視や政策立案の役割を担っております。そ

して議員は、住民の代表として、住民の利益

や行政の透明性を確保するために様々な質問

を行うことが求められております。 

 人事や組織に関する質問は、行政の運営や

公正性、効率性、公共サービスの品質などに

直接関わる重要なテーマでございます。議員

は、職員の配置や異動、人事評価の基準や公

正性、組織の構成や業務改革などについて、

首長に対して質問ができるとされておりま

す。 

 本日、私は、このような前提で、議員とし

てやむにやまれぬ気持ちでこの場に立ってお

ります。この後、質問いたしますので。その

旨ご承知おきください。 

 それでは、１番目の質問に入ります。 

 １、働き方改革と人材育成につきでござい

ます。 

 町長が取られた行動と成果を伺うに移りま

す。 

 ちょうど２年前、６月の定例会で、私は大

変緊張した気持ちで、この場で一般質問をさ

せていただきました。そのときのテーマも、

今回も同じです。それは働き方改革について

であります。 

 現在もそうですが、議場は執行と議会が対

峙をして活発な議論を行っているところです

が、ここで見えないのが、この議長の裏の席

にある部屋とか廊下を挟んだ向かい側、２つ

の部屋にたくさんのいわゆる管理職の方が待

機しております。２年前からそうでした。そ

れで２年前に、そのことについて町長に質問

いたしました。そのことが大変無駄に思えた

からお聞きしました。 

 そのときの町長の答弁は、待機をしている

人たちは将来課長になるための勉強のために

いるんだと。その緊張感も味わわせている

と。そういう言葉でございました。そのとき

の議事録が資料の1、議事録１でございま

す。 

 さらに町長がその後おっしゃったのは、私

が２か月ばかり職員を見てきました。確かに

すばらしい。私の知恵袋になってくれるよう

な職員がたくさんいます。能力の高い人を見

ていますので、今後、これから執行部とその

仕組みについてしっかり検討したいと述べら

れました。 

 私は、この答弁は非常に前向きで、これは

議会改革が進むぞと密かに期待をしました。 
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 それから２年がたちました。残念ながら結

果は、本日のこの本会議も同様ですが、裏の

部屋並びに２つの部屋についてはことごとく

埋まり、満員御礼が続いております。 

 町長、端的に申し上げますが、課長は育っ

たのでしょうか。総務課長は育ったのでしょ

うか。もしそうでないとすれば、それは人材

が育たなかったのでしょうか。または育てら

れなかったのか。または人材育成計画があっ

たのか、なかったのか。または実施したのか

しなかったのか。町長がおっしゃるような人

材育成は実現できたのでしょうか。 

 今日に至っても働き方改革にはそぐわず、

旧態依然の状態が現在も続いております。今

でもこの裏にたくさんの方が待機されており

ます。本当に課長が育ったのでしょうか。 

 そして、今年の４月に新しい人事異動がな

されました。町長が考える人材育成の結果な

のでしょうか。本気で人材育成に取り組まれ

た結果でしょうか。 

 本日の議会もそうですが、繰り返しになり

ますが、たくさんの方がこの裏で待機されて

おります。ところが、このような定例本会議

で、別室で課長クラスの方が待機をしている

という町はありません。津幡町以北、全７町

でそんなことをやっている町はありません。

町長はどのようにお考えでしょうか。 

 このような状況を踏まえて、以下４点につ

き町長に伺います。 

 職員の働き方改革の目的は何か。町長が考

える人材育成の観点から伺う。 

 ２、町長が取られた具体的な行動を伺う。 

 ３、結果及び課題とその対応はどうであっ

たか。 

 ４番、新陳代謝は進んだか。 

 以上４点で伺います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 質問にお答えしたいと思い

ます。 

 まず１点目の人材育成の観点から職員の働

き改革の目的は何かにつきましては、上司や

部下、同僚間でのコミュニケーションの中

で、自らが学び、考え、発言することができ

る職員を育てるための必要な職場環境を整備

することであると考えております。 

 次に、２点目の町長が取られた具体的な行

動につきましては、町が抱える課題やテーマ

について各課横断的にまたいだ編成をしたプ

ロジェクトチームを５つ立ち上げておりま

す。それは、今、皆さんと審議をしておりま

す地域医療体制強化ＰＴ、そしてデジタルト

ランスフォーメーション推進ＰＴ、財産管理

活用ＰＴ、つながり創出・協働・共創ＰＴ、

部活動の地域移行のＰＴであります。 

 プロジェクトチームのメンバーは、役職も

日常業務も異なる職員が集まることから、固

定観念にかかわらず、いろんな意見を出し合

い、新たな解決策を見出せるだけでなく、参

加者の自己啓発につながるものと考えており

ます。 

 次に、３点目のその成果及び課題とその対

応はどうであったかにつきましては、昨年よ

り５つのプロジェクトチームが活動しており

ます。その一つであります部活動の地域移行

プロジェクトチームが当初の目標を達成し、

事業の実施に移行できたことは、大きな成果

であったかと思います。 

 一方、地域医療体制強化プロジェクトチー

ムでは、当初の目標より少し時間をかけて、

現在慎重に進めている状況であります。 

 次に、新陳代謝は進んだかにつきまして

は、自己評価や自己申告制度を基に任用、人

事配置、昇進を行っておりますので、新陳代

謝は進んでいるものと考えております。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） 今ほど町長からの

答弁は、主に５つのプロジェクトチームを立

ち上げて、それぞれが活動して成果を出して
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いる、そういうお話でした。 

 私の問いは、働き方改革なんですが、人材

育成という部分で、もう少し働き方改革と人

材育成の観点を、関連性について述べてほし

かったと思います。 

 最後の４番の新陳代謝のところで、町長は

少し人材の育成ということについても語られ

ました。私が今求めていますのは、最初に言

いましたように、大変な私は危機感を持って

います。今の人事について。職員も持ってい

ます。そのことを念頭に私はお尋ねをしてお

ります。 

 繰り返しになりますが、令和３年９月に、

町長は私の知恵袋になってくれるようなすば

らしい職員がたくさんいますと述べられまし

た。じゃ、そのすばらしい職員の人たちは現

在どこで何をされているのでしょうか。彼ら

に活躍できる、そういう環境がつくられてい

るでしょうか。先ほど環境ということもござ

いましたが。それとも埋もれてしまっている

のでしょうか。 

 総務課長の人事において、なぜ役職定年制

がありながら、かつ暫定再任用者の条件の中

から、この年の年度末まで在職していた方を

そのまま参事兼総務課長に任命しなければな

らなかったのでしょうか。原則やただし書の

ことをお聞きするつもりはございません。誰

もが納得できるような説明をお願いいたしま

す。 

 職員のモチベーションが下がっておりま

す。みんながそのことを知りたがっておりま

す。念のため申し上げますが、私は任命され

たその方を批判しているのではございませ

ん。任命権者である町長が人材育成の基準に

沿った公平かつ透明な人事を実施しているか

についての質問でございます。町長に伺いま

す。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 人材育成の点については、

いろいろここ２年間、私なりにやってまいり

ました。いろんな意味で、私が澤さんがおっ

しゃるとおり皆さん課長が知恵袋ということ

で、この２年間、一生懸命働いてくれまし

た。そのおかげで、中能登町は合併して以

来、今まですばらしい、いい町になっており

ます。杉本町政が16年なされましたが、その

後も職員のおかげで、いろんな面で少しでも

町の財布の中からお金を出さないように、少

しでも有利な国、県の起債なりを利用して、

少しでも金を使わないようにというような中

で、この町を一生懸命、私はつくってくれた

と思います。 

 今いろんな意味でご指摘を受けております

が、私も一つの課で、ちょっと話をしたらし

ているみたいですので。１on１という、そう

いう会社組織の中でのコミュニケーションを

しています。そういう中で、上司と部下がい

かにしてその中でコミュニケーションする。

１対１でやるわけです。それは、その人たち

が上目線でなくて部下目線でいろんなことを

話をする。そういうのをこれから私は、今、

会社の中でやっております。会社というか、

私の親会社が70人ほどおるものですから、そ

の会社で１on１ミーティングをやっておりま

すので、それを聞きまして、この間ちょっと

話をしましたら、そういう話をしているとい

う課もありましたので、これを全組織に対し

てやっていきたいなということを考えており

ます。 

 これは部下が上目線から抑え込まれるとい

うような面談ではありません。いろんなプラ

イベートなことも、自分のやっている進捗状

況とかそういうのを話をしながら部下と上司

のコミュニケーションを図っていくというよ

うなやり方を、これから少しずつやっていか

なければならないということを考えていま

す。 

 働き方改革については、いろんな意味で、

時差出勤。部活動のあれも出ましたので、役

場の職員も外部コーチとしてこれから出てい
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くようになります。そのときは時差出勤で、

６時に出てきて４時ぐらいに帰って中学校の

部活動を教える。そういうような時差出勤も

考えて、テレワークはもちろんですが、コロ

ナ禍ではテレワークを、事業系の部署ですが

テレワークを進めてきたということです。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） 今ほど町長から、

実際町長の会社でやっていらっしゃることを

例に取ってお話をされました。その手法はた

くさんいろいろあると思います。 

 ただ問題は、そのことが職員に受け入れら

れて、みんなのモチベーションが上がって、

それが成果となって町民のサービスの提供が

向上するかということだろうと思うんです。

また、町長がおっしゃった、これは１年前も

同じ話を聞きました。働き方改革で。要する

に時差出勤とかそれは、失礼ですけれども当

たり前です。テレワークも当たり前です。 

 問題は、働き方改革は決まった時間、８時

間なら８時間の中にいかに仕事を生産性を上

げて、無駄な時間を排除して、よりよい成果

を出そうということだろうと思う。その行き

着くところは、ワーク・ライフ・バランスを

豊かにする、向上していく。みんなに喜んで

もらう。そういう流れだと思うんです。 

 ですから、時差出勤であろうがテレワー

ク、それはもちろん結構なんです。その結果

がどんなふうに出ているかということです。 

 例えば、男子の育休はどれだけ増えました

かということです。今、国で見ますと増えて

いますね、幾分。我が町はどうかということ

です。そのことだけではないんですけれど

も。男性が育休を取るということは大変だと

思うんです。周りの職場の環境の中で。いわ

ゆる働き方改革が本当にうまくいっていない

と、そういうことはできないと思う。 

 ですから、その狙いはどこであるかという

ことを認識されて、町長が指示をしていただ

きたいと、こんなふうに思います。 

 私は、今回の人事に文句を言っているわけ

ではございません。そのために立っているわ

けではございません。人材育成のポイント

は、町の職員に対する公平な評価と、昇進の

機会を提供することだろうと思います。それ

により職員のやる気が上がり、能力に応じた

昇進が可能になります。その結果、優秀な職

員が町政に関与でき、町政への信頼度が向上

し、職員の公正な評価と昇進が実現されるこ

とでモチベーションが高まり、町民はよりよ

いサービスを受けることができます。つま

り、適切な人材育成は町民の信頼度の向上と

よりよいサービスの提供につながると思いま

すので質問いたしております。 

 具体的になりますが、町長、総務課長の職

務分掌はありますか。キャリアパスはありま

すか。ありません。それらが欠如している中

で、ターゲットが不明確な中、ほかの職員を

どのように総務課長に育てることができるの

でしょうか。もしほかの町でもないとすれ

ば、中能登町が独自で町長が率先して総務課

長の職務分掌をつくられればどうでしょう

か。総務課長は何をするかということです。 

 個人を責めているんじゃない。誤解のない

ように。 

 退職者が４人おいて、１人が役場を去られ

て、３人が残られました。１人は３階級落ち

ましたね。もう１人は２つ落ちました。もう

１人はそのまま、参事兼総務課長。その個人

を言っているんじゃないんです。選んだ町長

のことを言っているんですよ。根拠です。 

 そうしたときに、総務課長というのは結局

いなかったんですよ。結果的に。先ほどから

私は、総務課長をどんなふうにして育てたん

ですか。人材育成、いろいろおっしゃいま

す。結果としてないんですよ。２年間あった

んです、町長。この６月で２年３か月です

ね。２年間あったんですよ。総務課長が定年

になるということも２年あったんです。その
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間に、総務課長を育てるために、優秀な立派

な方をどんなふうにして教育して。総務課長

というのは一つの表現ですけれども、その上

に就かせるために、下の人たちをどんなふう

に育てて、２年間で例えば総務課長を育てる

ためにはどうすればいいか。それを考えて実

行計画を立てるのは町長です。２年間あっ

た。その２年間の実行計画を立てて、月ごと

か分かりませんけど、きちっきちっと計画ど

おりやっていって、ＰＤＣＡを回していって

２年間たてば、それなり事はできるような気

がします。 

 そのことを町長の責任においてやられまし

たか。お伺いします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 総務課長に関しましては、

私はいろんなことを考えまして、今までやっ

てきた経緯、私はすばらしいなと思います。 

 なぜすばらしいかということは、合併協議

会、この町が、３つの町が一つになったとき

に、本人は事務局をやっておりました。その

中の人間は、総務課長と亡くなられた廣瀬さ

ん、そして鹿西から吉田さんという合併協議

会の３人が一生懸命、まちづくりの協議会の

事務局をやっておいでました。 

 その中で、町民の皆さんから、議会の皆さ

んも聞いておいでるか分かりませんが、町民

の皆さんから、やはりあのときの３人がすば

らしかったと。特に今の総務課長はすごかっ

たという、そういう評価を昔の議員さんの皆

さんからも話を聞いております。それがよか

ったと。 

 そういう反面、私も本当に頼りがいのある

課長だなと思いますし、そして、県のまちづ

くり協議会の運営委員もやっております。運

営委員をしている中で、中能登町には県職

が、本体が700人ぐらいおるんですが、70人

ほど本体の中にいます。そういう中に20代、

10代、合わせて10人以上ぐらいずつの職員が

県庁のほうにおいでます。 

 そういう中で、いろんな面で総務課長のパ

イプがあるということで、いろんな面で今の

課長もそうですが、ほかの課長連中もそうで

すが、いろんなパイプを持っておりますの

で、それを有効に使いながら、今が誰が適任

かということで、私は今の総務課長にもう一

年やってもらうということに決めたわけで

す。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） 大変失礼ですけれ

ども、町長は私の質問に答えられておりませ

ん。私は、２年間あったときに、幅広く人材

を求めて、それを育てるアクションプランは

ありますか。それを実行されましたかと聞い

ているんです。 

 今おっしゃった合併のとき、そういうこと

はあったんでしょうね。そういうことを聞い

ていません。今の質問にお答えください。 

○議長（笹川広美議員） ３回質問は終わり

ましたけれども、ちょっとずれた答弁だとい

う話で。 

○宮下為幸町長 ずれておらん。ずっと過程

を言ってきたので。アクションプランがあっ

たかどうかということは、それは当然、今言

ったように……。 

○５番（澤 良一議員） 時間を止めたほう

がいいんじゃないの。 

○議長（笹川広美議員） 暫時休憩をいたし

ます。 

           午前10時27分 休憩 

 

           午前10時28分 再開 

○議長（笹川広美議員） 再開いたします。 

 宮下町長 

○宮下為幸町長 今ちょっと人事異動の名簿

も見せていただいたんですが、２年ほど前か

らこういった課長を決めるとか人事異動を誰

にするとかというのは、今の評価制度なり自

己申告なりに基づいてやってきたつもりであ
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ります。今言われるように、総務課長をどう

して育てるのかということは常々考えていた

わけですが、今回もう一年やってほしいとい

うことでやりました。 

 ただ単に次の課長、総務課長、課長なりを

どのようにして育てるかということは、いろ

んな意味で、私が課長なりとこれから対面な

りをしながらしていきたい。人事異動をする

中で、いろんな経験をさせながら、課長も回

してうまく機能させていくっていうようなこ

とでやっております。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） 何度も同じことを

繰り返すのもやめますけれども、私はそんな

難しいことは聞いていません。２年間があっ

た中で、総務課長が２年だったんですよね。

そうすれば、本当に育てるとすれば、今また

おっしゃったけれども、どこかで聞かせて勉

強しているとおっしゃったんだけれども育た

なかったんですよ。育てられなかったんです

よ。町長は。その方じゃないですよ。 

 だから、そのことに対して町長はどんな反

省があるかないのかということを本当は聞き

たい。 

 先ほど申しましたように、その人事権は俺

にあるということであれば、そのとおりなん

ですよ。だけど、今回のこのことの人事につ

いては、町長、私個人のことじゃないんです

よ。ほとんどの町民の方は何のことか全く分

からないです。何を言っているのかなと。 

 このことが庁舎の中で、今回の人事。個人

じゃないですよ。人事のやり方については非

常に疑問が多いんです。職員のモチベーショ

ンは下がっていますよ。町長、灯台もと暗し

で分からないんですよ。いろんな方から私も

聞いています。全員には聞けません。 

 そうした中で、これだけの異常な状態の人

事をやっていくということは、この後どうな

るかなというのが一番怖いんですよ。この後

どうなるかというのは、職員の方のモチベー

ションが下がればどうなりますか。やる気が

なくなればどうなりますか。ひいては町民の

サービスなどできるはずがないです。 

 それから、町長が何かをやろうとしても、

そこには当然力が入りません。今プロジェク

トが５つある。大変なご努力をされていると

思います。その人たちは。じゃ、その人たち

はそれに合った責任といいますか権限が与え

られていますか。多分、課長補佐クラスです

よね。課長じゃないと。ちょっと分かりませ

ん。権限がないのに、ある程度の思い、例え

ば医療の問題もそうです。そのことを任せら

れても、課長の権限がないものが決められな

いです。これは組織ですから。 

 ですから、その組織でみんな動いているわ

けですから、先ほど申しましたように、誰が

見ても理解ができるような公平で透明な人事

をやらないと職員のモチベーションが下が

る。そういうことを言っています。 

 こればかり言っていると時間がなくなるの

で、次へ残念ながら進みます。また、この後

どこかでやりたいと思います。町長の賢明な

ご判断をお願いしたいと思います。 

 ２番へ移ります。 

 組織、事務機構は、健全で適切な配置がな

され、正常に機能しているかについて伺いま

す。 

 武田信玄の有名な言葉で「人は石垣、人は

城 人は堀 情けは味方 あだは敵」、そう

いう言葉がございます。これは、人材、人は

組織の要であり、組織の強さを支える存在で

あり、適切な人材育成は強い組織をつくり、

信頼と協力の促進が重要であると説かれたも

のと思われます。 

 企業はでは、しばしば企業は人なりという

言葉がございます。 

 さて、私たちがこの町の現状を見たとき

に、透明で公平な人事が行われ、人材が適正

に配置され、全体としてのガバナンスが保た

れているでしょうか。 
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 こうした不透明で不確実な組織の現状を踏

まえて、以下３点お伺いします。 

 １、第４次中能登町行政大綱との整合性は

取れているか。 

 ２、副町長空席の中、参事が減り、２庁舎

にまたがるハード、ソフト両面管理に伴う組

織、事務機構は最適で機能しているか。 

 ３、職員のモチベーションは向上している

か。 

 以上４点です。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 お答えします。 

 まず１点目の第４次中能登町行革大綱、組

織、機構の見直しとの整合性についてです

が、町行革大綱の組織、機構の見直しでは、

社会経済環境の変化、多様化する町民ニーズ

や行政課題に的確に対応するため、簡素で合

理的な組織、機構を基本に、柔軟で機動性の

高い業務執行体制を進めるとともに、職員の

定員管理や給与の適正化に努めることを目的

としており、庁内組織及び出先機関の見直

し、定員管理の適正化、給与の適正化の３本

柱で構成されています。 

 この行革大綱との整合性は、おおむね保た

れていると考えております。 

 次に、２点目の副町長空席、参事減、２庁

舎にまたがるハード、ソフト両面に伴う組

織、事務機構は最適で正常に機能しているか

についての質問でありますが、令和４年度の

組織から比べれば参事職が１名少なくなって

おりますが、現在、新年度に配置された課長

職をはじめとして職員それぞれが、より責任

感を持って、創意と工夫を凝らしながら柔軟

に行財政運営に当たっております。また、必

要の都度、報告、連絡、相談を受けておりま

す。 

 組織運営としては、従来どおり配置するば

かりではなく、変化をしながら成長していく

組織を目指していくとともに、適時適切な時

期に、それぞれ空席となっている役職に職員

を配置したいと考えております。 

 次に、３つ目の職員のモチベーションは向

上しているかについては、意識を高めるため

に、積極的に他市町への視察や研修に行くよ

うに話をしております。 

 コロナ禍前の事例としては、議会の県外行

政視察にも、議会事務局職員以外の視察の目

的に応じた担当課の職員が同行した事例もあ

ります。その他には、さきに答弁させていた

だいたとおり、プロジェクトチームでの活動

を通じて、それぞれの職員が自己実現を図

り、成長することを期待しております。 

 これからも職員がそれぞれの役割を理解

し、目的が達成できるよう、職員との対話を

通じて職員の熱い思いを受け取り、モチベー

ションを高めていきたいと考えております。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） 今ほど答弁をお聞

きしました。 

 私は１番目に、この大綱との整合性をお聞

きしました。その中で、言ってないんですか

ね、３つのことが書いてあるんですね。組織

の改編、人材育成基本計画、人事評価、結果

活用、このことについてどうですかと具体的

にも聞いています。全く話をされませんでし

た。 

 これは町長がつくられた答弁ではないと思

いますので、その下の方がつくられたと思う

んですが、こういうことってどういうことな

んですかね。議会から事前に通告を出せと具

体的に書いてある。しかも資料もその通告の

日に出せと。慌てて、私いっぱい資料をつく

りました。でも、ほとんど今使えません。な

ぜかというと、資料も出したんだけれども、

自分がその後、形作っていく質問の中で要ら

なくなるんです。これは愚痴みたいなもので

すけれども。 

 ただ、書いてあることには言ってほしいん

です。町長。そこまで町長を責めるつもりは

ないんですけれども、これは担当の総務のほ
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うだと思うんです。このことをきちっと答弁

を書くのは。やっぱりこんなことはまずいで

すよ。 

 特に、時間がないので一つだけ言いますけ

れども、２番目の人材育成基本計画、町長、

できていますか。これは質問でない。首を振

ってもらうだけでいい。御存じないでしょ

う。 

 質問じゃない。首を振るだけでいいんです

よ。できていますか。──できている。 

 分かりました。後で確認させてください。

ホームページにもどこにもないし、昨日、人

事に聞いたときもなかった。昨日ですよ。と

ころが、今日できたんですね。すごいことで

す。 

 だから昨日、確認したんです。ホームペー

ジもないし、どうなっていますかと聞いたん

ですよ。 

○議長（笹川広美議員） すみません。ちゃ

んと答弁、やり取りは挙手で進めさせていた

だきたいと思います。 

○５番（澤 良一議員） そういうことで、

あるというなら後で見せてください。 

 質問を続けます。 

 この組織のことで、機構のことで私が一番

気になるのは、行政サービス庁舎のことで

す。先ほど町長がおっしゃいましたけれど

も、この行政サービス庁舎は、令和３年２月

に住民サービス部門を中心とした行政機能向

上を目的としてスタートしました。その役割

を持っているわけですね。その役割を庁舎全

体で共有し、各部署が連携し、住民サービス

向上に取り組む総本家です。 

 当然、そこにはリーダーシップを発揮し、

組織をまとめる参事が必要ではないでしょう

か。庁舎の明確な役割や目標を示し、メンバ

ーをサポートし、成果を上げるための環境を

整備し、組織の一体感や協力関係を築くリー

ダーです。庁舎内の職員の健康状態にも日々

目を配り、また、情報共有とコミュニケーシ

ョンの向上を図り、組織内の信頼と協力が強

化される強い組織を牽引するためのリーダー

です。 

 しかしながら、今春から行政サービス庁舎

には参事は不在です。そして恐らくその関係

で、庁舎管理が現在も農林課になっているも

のと思われます。参事が在籍している間は、

その課が庁舎管理の責任部門というのは理解

できますが、現在は参事が不在です。それで

も農林課が庁舎管理の責任部門のままでよい

のでしょうか。農林課ですよ。 

 また、その責任者は農林課長ですか。昨年

までは参事が担っていた役割を課長にその責

任を委譲するとなると、権限の乱用や委譲に

よる内部統制上の問題が生じる可能性がござ

います。 

 このことは、新組織の情報推進課にも言え

ます。課長不在の情報推進課。課長がいな

い。 

 ３月、私、一般質問で申し上げましたが、

法改正により、努力義務とはいえ内部統制の

整備と運用が我が町にも求められています。 

 こうした状況の中で、役所全体の役割と責

任と権限を明確にするガバナンスの強化を図

る。それは、内部監査で内部統制の監査をす

ることだと思います。それと、行政サービス

庁舎にやはり参事を配置して、このガバナン

スをまとめる。一本にしていく。そのことが

大事だと思いますが、町長の見解を伺いま

す。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 参事の件ですが、実際、今

までは、行政サービス庁舎ができたときには

住民窓口で担当して、そこが責任をやってお

りました。去年までいた農林課の参事が一応

いたときには、参事という名目で。その前

に、北野さんという農林課がやっていまし

た。本当は窓口業務が配電盤とかその近くに

おりますので、できれば本当は窓口業務の誰

かがそれを責任を持って、窓口の課長なりが
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やっていただきたいなということを思いま

す。 

 参事制度につきましては、澤議員も前に、

何で参事を行政サービス庁舎に置くんだとい

うことを一回言われました。前の質問で。覚

えておいでますか。覚えておいでません。そ

れ一回、議会の中で言われました。なぜ行政

サービス庁舎に参事を置くんだと。そういう

ことで、そのときは当然、２人おったんです

ね。そういうことを言われたときに、参事じ

ゃなくても、その課の誰かがやってくれれば

いいんじゃないかなということで、一応、窓

口業務を一番当初にずっとしていたわけであ

ります。 

 参事制ということで、ほかの課長の皆さん

に、行政サービス庁舎の課長なりに聞きます

と、参事制をしてくれと言っているのは事実

であります。今現在は参事制にしてほしい

と。それは固定的に、どこかの誰かがやると

いうこと。固定的にですよ。 

 例えば、２階が万が一になった場合、１階

で操作機能ができないということで、１階の

ところで機能が万が一になった場合の機能強

化ができるということは、やっぱり窓口業務

に置く必要があるのではないかなということ

を思います。 

 あそこの課長の皆さんの話では、参事をぜ

ひ置いていただきたいということを言ってい

ることは事実であります。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） 私が参事がなぜサ

ービス庁舎にいるのかという質問をしたとい

うことですが、すみません、私、記憶がない

ので、また教えてください。どこの場面で言

ったのか。自分を弁護するのもあれですけれ

ども、２人いたことに対して１人と言ったの

か、ちょっと分からないです。 

 いずれにしても、そのことはもし私がそう

いう質問をしたとすれば、今私の言っている

ことが矛盾に聞こえますが、現在の私の範囲

では、現状においては、行政サービス庁舎、

あそこに85名いるんです。ここは35名なんで

す。2.4倍いるんです、向こうには。人だけ

ではないんですけれども、内容はいろいろあ

るんですが。 

 そういうアンバラの中で、参事がここに１

名いて向こうにいない。参事というのは、た

だ名前だけじゃなくて、課長のちょっと上の

というそんなことじゃなくて、責任と権限と

いうのは違うと思うんです。参事ですから。

課参事と参事があるんでしょう。今、７等

級、参事、高名さんだけなんですよ。あとは

ないんです。課参事も。次は課長でしょう。

そういう中ですから参事というのは非常に重

たい。そういう仕事をされていると思うんで

す。 

 だけど、１人でここ35人、あっち85、それ

から保育所がいっぱいいて、大変な管理です

よ。そういうことができるかということで

す。私が今言っているのは。 

 そういう変遷の中で、参事が１人で全部や

れというのは非常に組織としても無謀だなと

思います。足元がしっかりしていない。 

 町長がおっしゃったけれども、課の中から

参事を置いてくれというのは至極当然の声だ

と思います。そういう声に耳を傾けて、人員

の配置を公平に、透明にするのが町長の私は

役割だと思う。それでそういうことをお話を

しております。 

 それともう１点、お答えいただいてなかっ

たのは、内部統制。内部統制監査をやったほ

うがいいと思うんですが、そのことについて

答えてください。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 分散方式の場合、いろんな

もの、議会とか伝票の取扱いなど管理文書、

起案文書ありますので、その辺、詳しいこと

は総務課長に答弁させます。 

○議長（笹川広美議員） 高名参事兼総務課

長 
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  〔高名雅弘参事兼総務課長登壇〕 

○高名雅弘参事兼総務課長 ご質問の内部統

制監査をやればどうか、そういった組織を立

ち上げればどうかというお話でございます

が、これにつきましては、これからの研究課

題とさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 以上です。 

○５番（澤 良一議員） 町長、今の答弁、

あまりにも失礼じゃないですかね。私は、こ

の内部監査が必要だということをるる説明し

ているんですよ。法改正によって、ちょっと

年度は忘れました。自治体も内部統制をやれ

ということで、その整備と運用を図りなさい

ということ。ですから、それに対して内部監

査をすればどうですかといったら、今後の検

討課題。それは失礼じゃないですか。 

 大体、検討課題といったら何もやらないん

ですよ。失礼ながら。これまでの例は、検討

課題、やった試しはないと思います。 

 ですから、これだけ大事なことを言ってい

るのに、参事兼総務課長が検討課題とします

と言って終わらせようとしているんですよ。

このことが不信感を招くんですよ。ここだけ

でやっていると、何を言っているのかなとい

うことでしょう。でも、後ろにたくさんの傍

聴の方もおいでます。やっぱり不思議と思わ

れると思いますよ。検討課題って。 

 実際、町長は３月の私の一般質問に対し

て、覚えていらっしゃいますか。内部統制上

問題ありませんかといったら、内部統制は問

題ありませんとおっしゃったんですよ。問題

がないとおっしゃっているのなら、何で今、

参事が検討課題なんですか。問題なければ監

査を受ければいいじゃないですか。全然合わ

ない。その場、その場なんですよ。 

 時間がなくなるので次へ行きます。これ真

摯に受け止めてください、町長。 

 次に、３番目へ行きます。 

 改めて県からの副町長の招聘をということ

で、３月の一般質問でも同様な質問をいたし

ました。読み上げます。 

 当町は、庁舎機構や人事体制の再構築が必

須事項であります。特に組織と人事の抜本的

な見直し、そして人事評価システムの真に有

効な運用も含め、まさに次元の違う改革が急

務だと感じています。そして、その筆頭人事

は副町長の選任でございます。結論は、思い

切って外部の血を入れること。県庁から副町

長の招聘です。外から英知を入れることで

す。 

 と町長にお願いしました。そして今ほど申

し上げましたが、不透明で不確実な組織であ

りますが、４月には町長が思われる盤石な石

垣を組まれたわけです。 

 この状況にあり、改めてお尋ねいたしま

す。４月に庁舎内の人事は固まりました。あ

とは県からの副町長の招聘のみと思われま

す。町長は馳知事に正式に依頼をされました

か、伺います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 さきの３月定例会議で澤議

員からの質問において、副町長は町の隅々が

分かっている人が私は一番いいという思いで

いるのですが、その辺をどうすべきか慎重に

検討したい。馳知事には、そういうことを投

げかける場面もありましたら、また一度聞い

てみたいということを思いました。 

 このことから、馳知事には年度が始まった

４月中旬に、こちらから県庁に挨拶にお伺い

して、様々な意見交換をさせていただきまし

た。馳知事におかれましては、中能登町の行

政、まちづくりの今後とも支援をしていただ

ける力強いお言葉をいただきました。 

 詳しい内容は、様々な方にご迷惑をおかけ

する内容でもありますので、今後とも馳知事

とも連携を密にして相談をしながら、まちづ

くりを進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 
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○５番（澤 良一議員） 馳知事と懇談され

たということでございました。その結果のこ

とについては、ちょっとファジーで分かりま

せん。人事のことですから言えることもある

し言えないこともある、こういうことだと思

います。 

 ただ、町長、今、私が、それから私だけで

ないと思いますが、県から副町長をお願いし

たいというのは、この後の県との連携を考え

るとどうしても必要な一つのパイプだと思う

んです。誰が見ても明らかに、そのことが将

来の中能登町にプラスになると思われます。 

 馳知事の、町長、支援は要りませんかね。

その一つに、この副町長の人事案件があると

思うんです。 

 町長、この３月、４月、大変回られました

よね、町中を。公務外で。町長、公務です。

公務として、さらに夜討ち朝駆けですよ。知

事公舎を襲うぐらいの気持ちを持ってもらえ

ませんかね。それは本当に将来の町を考える

と、そのパイプをつくることが本当に大事な

ことだと私でも理解できます。私は自民党じ

ゃありませんけれども、これは絶対大事だと

思います。そのパイプを今つくらなければ、

この時期を逃すと、今、能美市でも秘書課長

でしたよね、秘書課長が副市長になられまし

た。 

 こんなものは別にしても、その知識がそれ

だけなくても、何のしがらみもない方を迎え

入れて、うちの職員はゼロからでもやるとい

う気持ちの人はたくさんいますよ。一緒にや

ろうと。やっぱり嫌うのは旧態依然のしがら

みです。最初はいいけれども、やっぱりそっ

ちに染まります。そういうことのないのは、

将来の町政を考えてもそうですけれども、職

員も一緒にやろうと思っているんですよ、町

長。その声を聞いてください。よし、ほんな

ら町長やるかっていう、それを待っているん

ですよ。町長のその一言を待っている。 

 ぜひとも町長の、あの３月、４月のバイタ

リティーを馳知事に向けていただいて、副町

長の県からの派遣を要請するようお願い申し

上げて、時間がないので、次、最後の課題に

移ります。 

 ４番、対話型ＡＩ、チャットＧＰＴを活用

し、行政事務の軽減、支援や効率化を図り、

住民のサービスの向上や財政健全化を目指せ

ないかということでございます。 

 本件は、何かと今話題の対話型ＡＩ、チャ

ットＧＰＴを行政でも導入することによっ

て、単に役所の文書の作成や校正または要約

のそういう単純作業に使うということではな

くて、住民サービスの向上とか、それから行

財政改革に向けた強力な武器として活躍を担

うための提案でございます。 

 以下４点、お伺いします。 

 １、住民が必要な書類や手続案内や困り事

の対応を24時間、多言語での受付対応。 

 ２番、予算執行状況や歳入歳出の動向を把

握し、予算を遵守する。 

 ３番、長寿命化計画対応、メンテナンス予

測やスケジュール管理、それから耐震等危険

施設の実態と具体的対応計画等でございま

す。 

 以上３点です。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 対話型ＡＩ、チャットＧＰ

Ｔを活用し、行政事務の軽減、支援や効率化

を図り、住民サービスの向上や財政健全化を

目指せないかとのご質問につきましては、担

当課長より答弁をさせます。 

○議長（笹川広美議員） 高名参事兼総務課

長 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、ご質

問のありましたチャットＧＰＴは、高度なＡ

Ｉ技術を用いまして、入力した質問に対して

自然な対話形式でＡＩが回答するチャットサ

ービスとなります。回答精度の高さが話題と

なっており、全世界で利用者が急増し、国や

地方自治体でも、どのように活用していくか
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議論がなされているところです。 

 チャットＧＰＴは、高度な内容を含む文章

も生成可能ですが、基となる情報は過去にイ

ンターネット上に存在していた情報やユーザ

ーが入力した情報であり、事実でない情報を

基に回答をつくり出す可能性もあることも事

実であります。 

 今回、澤議員より行政でのチャットＧＰＴ

の活用について３点ご質問をいただいており

ますが、現段階では、町としてチャットＧＰ

Ｔを使い、住民が必要な手続や困り事の対

応、また予算執行の状況や歳入歳出動向を把

握し予算の遵守、また長寿命化計画対応等々

のこういったことについてどうあるべきかと

いうことを今後判断していきますので、現段

階では、町として利用できるか検討段階であ

り、具体的な回答は差し控えさせていただき

ます。 

 町として使用できる場合には、国や他の自

治体などのガイドラインなどを確認いたしま

して、実用に向けて今後の課題とさせていた

だければと思います。 

 こういった生成ＡＩの技術につきまして

は、今どんどん技術が革新されてきておりま

す。このチャットＧＰＴにつきましても、半

年後はさらにすごい強化になってくるだろう

ということで、まだまだ行政については、自

然とこれは導入される技術であるということ

は認識をしておりますが、いましばらく検討

させていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 澤議員 

○５番（澤 良一議員） チャットＧＰＴ

は、おっしゃるとおり危険な要素もございま

す。ただ、今後の方向とすれば、間違いなく

１年後はたくさんの自治体で使っていきま

す。それは、たださっき言ったように、文章

の校正とか要約とか、また翻訳とか、そうい

う程度じゃなくて、必ずさっき言ったような

住民が、例えば外国人の方が24時間、夜にな

って電話をかけたときに何もできない。緊急

事態もそうです。そういうマニュアルを作っ

た後は、それをソフトに入れるだけなんで

す。周りがやっているやってないは関係な

い。自分のところがやる気があればできま

す。 

 それとちょっと今聞きましたけれども、大

事なのは、町長がおっしゃった長寿命化計

画、600億円が280億円、40年間でコストダウ

ンできる。年間７億円。これをやるには絶対

使うべきです。これは人の管理ではできませ

ん。 

 ですから、町長、約束を守るためにも、年

間７億円浮くんですから、そのためにもこれ

をぜひ使うべきです。多少お金を入れても使

うべきです。どの町にも先駆けて使うべきだ

と思いますので、よろしくお願いします。 

 以上です。終わります。 

○議長（笹川広美議員） ここで、11時15分

まで休憩をいたします。 

           午前11時03分 休憩 

 

           午前11時15分 再開 

○議長（笹川広美議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 ８番 林 真弥議員 

  〔８番（林 真弥議員）登壇〕 

○８番（林 真弥議員） それでは私の質問

を始めたいと思いますが、質問の前に、先

月、５月５日に発生した珠洲沖を震源とした

地震により被災された方々には、まずはお見

舞いを申し上げたいと思います。その後も地

震は頻発しており、気の抜けない日々が続い

ていると思いますが、一日も早い復興と日常

生活の回復を切に願うものであります。 

 中能登町議会としても、被害が一番大きか

った珠洲市に対し、多いとは言いませんが、

義援金を送らせていただいております。同じ

能登地区に住む者として、今後もできる限り
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の支援、協力はしていきたいものでありま

す。 

 では、質問に入ります。 

 今回、２点で質問をさせていただきます

が、その１点目であります。 

 中能登町での風力発電事業のその後につい

てという表題となっております。 

 その後という言い方ですが、この風力発電

事業に関しては、私、昨年12月の定例会の一

般質問で取り上げております。あれから約半

年が経過しておりますが、この事業の進捗状

況や、それについての町としての見解など２

点で伺いたいと思います。 

 １点目であります。町内でのこの事業は、

現在どのような状況にあるのでしょうか。町

としてどのように把握をされているのでしょ

うか。 

 ２点目、地元住民への説明や話合いなどは

計画どおり実行されているとの認識でしょう

か。 

 まずは、この２点で伺います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 中能登町の風力発電事業の

その後についてのご質問にお答えします。 

 まず、町内でのこの事業は現在どのような

状況にあるのか、町としてどのように把握し

ているのについてお答えします。 

 この質問につきましては、昨年12月定例会

において答弁しておりますが、現状は大きな

変更点はございません。 

 個別案件としましては、眉丈山山系で12月

から12から16基程度の規模で２つの予定事業

者が計画をしておりますが、事業者間での調

整を継続実施していることから、事業着手に

向けた手続に至っていない状況であります。 

 一方、石動山系での構想では、予定事業者

が変更となり、計画策定に向けた調整等が継

続して行われております。 

 当町においても、これら事業の把握につい

ては、予定事業者へ可能な限りの情報共有を

呼びかけており、本年度に入り、予定事業者

のうち２社からの経過報告を受けておりま

す。 

 次に、地元住民への説明、話合い等につい

てのご質問にお答えします。 

 予定事業者に関しては、地元説明に入る際

に、町に対しても開催日時や対象範囲、説明

内容についての情報共有を求めており、今年

度に入り、眉丈山山系で計画する予定業者か

ら４月中旬に実施したい説明についての報告

をいただいております。 

 事業計画や計画に基づいたスケジュールに

ついては、まだ少し時間を要するものと考え

ており、より具体的な手続を実施する段階が

まいりましたら、計画内容も確認の上、地元

に対する丁寧な説明等を求めてまいりたいと

考えておりますので、ご理解のほどよろしく

お願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 林議員 

○８番（林 真弥議員） 町長からは何点か

答弁いただきましたけれども、12月にも私申

し上げたんですが、この事業に対する私の賛

否というものを申し上げるつもりはございま

せん。 

 この事業の進捗状況、これを私の目線で申

し上げるならば、決して順調に進んでいると

は言い難いように感じております。その理由

としては、自然環境への影響を懸念する声が

あることへの配慮があるように思っておりま

す。 

 石動山系は、国定公園ではないものの、そ

れに準ずるところだと私は思っております

が、そのような思いを持つ住民の方々、特に

鹿島地区の方々の思い入れは強いのではない

でしょうか。開発を否定するものではありま

せんけれども、次世代に負の遺産を残すこと

は避けなければいけません。 

 そこで、ここで一つお尋ねをします。この

事業が将来世代へ負の遺産を残す事業なのか

残さない事業なのか、現在の町の見解を伺い
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たいと思います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 お答えします。 

 町としましては、国や県の考え方に沿い、

風力発電施設の導入する際には、事業構想段

階により自然環境と景観、周辺住民の生活環

境との調和が図れるよう、引き続き、事業者

に対して環境に対する十分な事前説明と地元

関係者への丁寧な説明を求め、促していくこ

とを考えておりますので、ご理解のほどよろ

しくお願いを申し上げたいと思います。 

○議長（笹川広美議員） 林議員 

○８番（林 真弥議員） 私の質問にお答え

になっていないような気がしますね。私は、

この事業は将来世代において負の遺産になる

のかならないのか。なると思っていらっしゃ

るのか、これはならないと思っていらっしゃ

るのか、現在の町の見解を伺いますというふ

うにお尋ねをしております。 

 再質問いきます。 

 以前、風力発電の事業者による地域住民説

明会の席で、住民の皆さん、住民の方々から

このような質問が出たというふうにお聞きを

しております。それは、この風力発電事業の

施設の耐用年数というのは20年から25年ぐら

いと聞いていると。その後は、この施設はど

うなるのか。当然、耐用年数が過ぎたならば

撤去されると考えるわけですが、その時期や

費用の責任は当然、事業者であるあなた方が

担うのでしょうねという住民の問いに対し、

事業者はノーコメント、ほぼノーコメントだ

ったそうであります。なぜノーコメントだっ

たのでしょうか。これがもし事実であるなら

ば、ゆゆしき事案ではないですか。その撤去

等々は誰が、どこが担うことになるのでしょ

うか。それについて、今現在、町としてはど

のような認識をお持ちでしょうか。 

 これは先ほどの負の遺産と関連してくると

思うんですね。20年から25年で耐用年数が終

わった。それを撤去は誰がするのでしょう

か。その費用は誰が負担するのでしょうか。

今現在、それについて町はどのように把握し

ているのでしょうか。お尋ねします。 

○議長（笹川広美議員） 林議員、今は３回

目の最後の質問ということになります。 

 岩田企画課長 

  〔岩田 正企画課長登壇〕 

○岩田 正企画課長 それでは、林議員の

再々質問にお答えいたします。 

 本事業の稼働年数20年経過後の耐用年数経

過後における施設整備の処分及びその方法等

につきましては、事業計画に盛り込むことと

なっておりますので、当然ながら事業者には

設置施設に対する管理義務が発生するため、

耐用年数後も含めて災害や突発事故などへの

対応につきましても、その責任を負うものと

考えております。 

 先ほどの町長答弁でもありましたが、現状

では地権者や地元地区との説明会や協議を継

続している最中であり、その進捗状況や協議

内容を確認しつつ、町として地元住民が懸念

する事項が発生する場合は、必要に応じた対

応を事業者に求めてまいりますので、ご理解

のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 林議員 

○８番（林 真弥議員） もう質問３回しま

したので、質問はできません。 

 風力発電事業に関して、いろいろまだ質問

を幾つか考えたんですが、この場では質問と

しては言えませんので、私の独り言としてお

聞きいただければなと思います。 

 先ほど私、石動山系は国定公園ではないも

のの、それに準ずるところだという話をさせ

ていただきました。これに関して、以前に私

が経験したことをお伝えしたいなと思いま

す。 

 今からもう10年以上、10年ぐらい前になる

んですが、まさに井戸端会議といいますか

ね、近所のおっちゃんたちが集まった雑談み

たいなところで、ある男性が私に対し、災害
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時の避難と、それから氷見市、それから富山

県との交流を考えて、石動山系のどこかにト

ンネル掘ればどうやという、そんな話をされ

たことがあります。そのときは既にもう眉丈

山のほうの眉丈山トンネルは開通をしてお

り、それを踏まえての発言であったと思いま

す。 

 その男性の発言に対し、私は、いいです

ね、いいと思いますよと。具体的にはどの辺

がいいんでしょうかねという話を、そんな言

葉を返した記憶がありますが、そのときまだ

何人かの方がおいでたんですが、そのとき同

席されておりました越路地区のご年配の男性

がすかさず、ばかなこと言うなと。石動山と

いうのは霊峰ですよ。何百年か前に前田家の

焼き討ちに遭い、そのまま眠っている方々が

たくさんおいでになる。そんな霊峰に穴を開

けるというのか。そんなことしたら罰当たる

よと。私は優しい口調で言いましたけれど

も、かなり激しい口調でおっしゃいました。

ひどくお叱りを受けた、そういうことがあり

ました。 

 このように、石動山系というのは、このよ

うな思いを持った方々が多くおいでる山であ

ろうと思います。石動山系の自然環境、景

観、これはやはり崩してはいけない。そう思

っております。 

 それと、これも本当は質問したかったんで

すが、中能登町では、風力発電の事業者から

ふるさと納税として寄附を受けたと伺ってお

ります。それがいいとか悪いとかというレベ

ルではないんですが。 

 最後に、これは町長、先ほども町長自らの

言葉でおっしゃいましたが、12月の定例会の

ときに、町長は、この風力発電事業について

このように答弁をされております。町として

は、国や県の考え方に沿いながら、事業者が

風力発電などの再生可能エネルギー設備を導

入する際には、自然環境や景観、周辺住民の

生活環境との調和が図られるよう、環境に対

する十分な事前調査と関係者への丁寧な説明

を促していく考えであります。このように答

弁をされております。 

 町長、この答弁をほごにされることなく、

正面からこの事業と向き合っていただきた

い、そう思います。 

 このように申し上げまして、風力発電事業

に関する質問は終わりたいと思います。 

 次、２点目の質問です。中能登町役場の職

員の働き方及び働き方改革の進捗について伺

いたいと思います。 

 この質問は、先ほど澤議員もよく似た質問

をされております。内容によっては重複する

ところがあるかもしれませんが、それは前も

ってお伝えをしておきたいと思います。議

長、もし重複するようなところがあったら、

止めていただいて結構かなと思います。 

 では、質問に入ります。 

 近年、ワーク・ライフ・バランスという言

葉をよく耳にします。その言葉のとおり、ワ

ークは仕事、ライフは生活もしくはプライベ

ートということになると思いますが、それを

どちらかに偏ることなく、バランスよく人生

を送りましょう。そのような意味合いだと理

解できるんですが、ただ、私は、もう一歩踏

み込んだ考えが必要であろうと常々思ってお

ります。 

 ワークとライフ、この両者のバランスとは

一般的には時間や内容を指すものですが、私

はもう一つ、充実という言葉を加えたいと考

えます。充実というのを少し言い方を変えま

すと、やる気、意欲、最近のはやりの横文字

で言うのであればモチベーションとなるでし

ょうか。仕事にも私生活にも、このモチベー

ションがなかったら楽しくないですよね。ま

ずはこのことを申し上げ、本来の質問に入り

たいと思います。 

 時代の変化や生活スタイルの変化、それか

ら人口動向や最近ではコロナ禍などによる社

会の変化や動きに合わせて、働き方も変える
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必要があるでしょう。そうしないと、先ほど

申し上げた働く人たちのモチベーションが上

がりませんよというのが働き方改革の根幹で

あろうと私は解釈をしています。 

 そこで、中能登町役場職員の働き方及び働

き方改革について、２点で伺います。 

 １点目であります。現在の職員の働き方に

は改革は必要だと考えていますか。必要だと

考えるならば、具体的な例を挙げて、現在は

こうですけど、こんなふうに改革したい、そ

の効果はこうですよという現況と改革後の効

果等について伺いたいと思います。 

 この１点目の質問の趣旨ですが、町を支え

る職員の皆さんの働き方が、時代の変化や動

きがある中で、改革や改善というのが私は感

じられない。はたから見てそう思うからであ

ります。 

 ２つ目ですが、職員のモチベーションアッ

プについて、具体的にはどのように図る考え

なのでしょうか。 

 以上の２点で伺います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 まず１点目の現在の職員の

働き方には改革は必要だと考えているかにつ

きましては、職員の働き方改革には、常に時

代に合った職場環境を整備して業務改善等を

行っていくことが必要であると考えておりま

す。これまでもペーパーレス化や事務の効率

化を図るため、電子決裁システムやタブレッ

トの導入を行いました。また、行政サービス

庁舎の開庁に合わせ、庁舎内のどこでも仕事

ができるようフリーアドレス環境を整備し、

コロナ禍におきましてはテレワークや時差出

勤の実施など、状況に合わせた柔軟な対応を

取ってきました。 

 今後も職員からの意見などを取り入れ、効

率的な業務執行ができる職場環境づくりを心

がけていきたいと思います。 

 ２点目の職員のモチベーションアップにつ

いては、具体的にどのように図るかにつきま

しては、さきの澤議員の答弁で申し上げたと

おりで、ここでは省略させていただきます。 

○議長（笹川広美議員） 林議員 

○８番（林 真弥議員） 今ほど町長もおっ

しゃいましたけれども、最初に私が申し上げ

ました。澤議員とかぶるところが多々ありま

すので、答弁はなかったということでありま

すが。 

 職員のモチベーションアップについてです

が、これは澤議員もおっしゃいましたが、今

年の春の人事異動で驚くような人事がありま

した。異例中の異例。もう少し強い言い方を

しますと、前代未聞と言ってもいいんじゃな

いかなと思います。 

 その中身については、澤議員がおっしゃい

ましたので、あえてこの場では申し上げるこ

とはしませんが、この人事によって役場全体

のモチベーションが大きく低下したというこ

とは避けられないでしょう。これは間違いな

いと思いますね。実際に数人の職員からも嘆

きの声が私まで、かなりの数、寄せられてお

ります。 

 このような人事では、働き方改革など何を

言われても単なる絵空事にしか思えない。聞

こえません。私はそう思っております。 

 この質問、何度も言いますが、澤議員がか

なり言われましたので、私からはもう１点だ

け質問させていただきます。 

 最後の質問になりますが、役場職員の皆さ

んは、民間企業であれば社員であり、社員の

充実なくして企業の充実はありません。した

がって、役場職員の充実なくして中能登町役

場の充実、さらには中能登町の充実や発展や

躍進はないと私は考えます。 

 町長から見た役場の職員の方々の存在とは

何か。それと、職員の方々との今後の関係

性、どういう関係を築いていきたいのか。 

 この２点について町長から答弁をしていた

だいて、私の質問は終わりたいと思います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 
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○宮下為幸町長 町長から見た役場職員の存

在についてですが、言うまでもなく、職員は

大切な存在であり、人としての成長を期待し

ております。役場職員には、社会人としての

自覚と資質向上はもとより、地方公務員とし

ての使命感や倫理観、知識や技能、行政目標

の推進能力やコミュニケーション能力、そし

て将来を見据えた政策形成能力など様々な能

力が求められております。 

 先ほども澤さんのときにも、話はこれはし

ませんでしたが、やはり上司と部下の関係と

いうのは、例えば繊維で言ったら縦と横で

す。縦というのは、上司が一応それに対して

の評価とか勤務態度とか成績を見ていくわけ

ですが、私は横のつながりが希薄じゃないか

なということを思います。 

 これからどうしていくかということは、さ

っき１対１のコミュニケーションをやってい

くということが、組織の課長と部下とのコミ

ュニケーションも必要であると思いますし、

私と課長なりがコミュニケーションをしてい

くような必要性がある。それは、部下が私に

対して自分の思いを言う。例えば、宮下為幸

が部下であったら、宮下為幸という人間が、

宮下為幸がどんな能力を持っているか、どれ

だけ能力を引き出されるかということが上司

の役目だと思いますので、その辺、部下との

しっかりしたコミュニケーション能力をつけ

ていく必要があるんじゃないかなということ

を思います。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 林議員 

○８番（林 真弥議員） 町長は、常々コミ

ュニケーションという言葉をよく使われるな

と思います。今ほど繊維に例えて、織物に例

えて、縦と横ということをおっしゃいまし

た。これはすごくいい言葉だなと思って聞い

ておりました。 

 今回の一般質問、２点で質問させていただ

きました。風力発電事業、それから役場の庁

舎内の働き方改革。これは非常に両方とも、

今後も非常に私が注視したい案件ですので、

今後も折を見て一般質問で取り上げていきた

いなと思っております。 

 以上で私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（笹川広美議員） ここで、昼食のた

め午後１時30分まで休憩いたします。 

           午前11時48分 休憩 

 

           午後１時30分 再開 

○議長（笹川広美議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 続いて、４番 池島和喜夫議員 

  〔４番（池島和喜夫議員）登壇〕 

○４番（池島和喜夫議員） それでは、通告

に基づき質問をしたい。 

 私が昨年12月の一般質問で、加賀市にある

石川県内水面水産センターが８月の豪雨被害

により魚の孵化事業ができなくなり、稚魚が

必要な場合は富山県産でと言われ、我が瀬戸

地区においても富山県産のヤマメを放流した

ということがあり、今後、能登地区のトキの

放鳥が決まっていることから、海のない中能

登町での淡水魚のふ化事業を誘致し、石川県

内２か所でのふ化事業体制にすべきとの質問

に対し、県とも相談しながらと前向きな姿勢

をそのときには感じました。 

 その後の結果はどうなっているのか、お尋

ねをします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 内水面水産センターの中能

登町への誘致の件について、ご質問にお答え

します。 

 石川県では、能登町に県内の水産業の拠点

施設として石川県水産総合センターが設置さ

れており、そのほか県内４か所で各種研究、

調査や淡水魚、海水魚の卵及び稚魚、成魚の

生産と有償配布を行っております。 

 特に、加賀市山中温泉にあります内水面水
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産センターでは、トキの餌となるドジョウや

淡水魚の稚魚、成魚の生産、配布を行ってお

ります。 

 トキ放鳥を目指す能登地区で同様の施設が

あれば大変心強いものと思います。 

 中能登町におけるトキ放鳥推進モデル地区

である春木地区においては、昨年度、トキの

餌場の確保のための環境整備として、水田で

江の設置や魚道の整備を実施しました。 

 今年度においては、６月25日と８月下旬の

２回、田んぼの生き物調査を実施し、トキが

生息できる環境が整っているのかの飼料づく

りを進めることとしております。 

 また、６月25日より、トキめきボランティ

アの受入れを予定しており、より多くの県民

にトキの生息環境づくりへの参加促進を図

り、トキの放鳥に向けた機運醸成につながる

取組を行うこととしております。 

 内水面水産センターの中能登町への誘致に

ついては、トキ放鳥推進モデル地区の春木地

区に隣接する地区への広がりと、町民のトキ

放鳥に向けた機運の高まりが重要となりま

す。 

 議員におかれましては、トキ放鳥に向けた

さらなる取組にご理解とご協力のほど、よろ

しくお願いをいたします。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 池島議員 

○４番（池島和喜夫議員） 今のところ、確

固たるしっかりした返事はいただいておらん

ような気がしますけれども、より一層努力を

して、ふ化事業を中能登町でできるようによ

ろしくお願いします。 

 それでは次に、Ｖ２Ｈの件についてお尋ね

します。 

 災害時において大停電になったとき、日中

であれば太陽光パネルを設置してあると、ほ

ぼ家中の電力供給に問題はないと思われる。

しかしながら、夜になれば発電をしなくな

り、不都合が生じることになる。 

 その点では、Ｖ２Ｈならば、電気自動車か

ら電源を家へということで、夜中でも２日か

ら３日ぐらいであれば通常の生活が送れる効

果がある。太陽光発電システムとＶ２Ｈを組

み合わせれば、かなりの期間乗り切ることが

できると思われる。 

 中能登町の施設でＶ２Ｈの導入を検討して

いるのか、町長の意向を伺いたい。 

○議長（笹川広美議員） 池島議員、項目

１、２、３は言われましたか。質問、１、

２、３の項目で出されていますね。 

○４番（池島和喜夫議員） １番です。 

○議長（笹川広美議員） 全て。 

○４番（池島和喜夫議員） 全部言うという

こと。 

○議長（笹川広美議員） そうです。 

○４番（池島和喜夫議員） 分かりました。 

 ２番、中能登町の隣の羽咋市と自動車販売

会社が、災害時、電力供給の協定を結び、何

か所かの市役所施設でＶ２Ｈが実施できる状

態となっている。白山市と自動車販売会社で

も、羽咋市と同様に協定が結ばれている。中

能登町でもこのような災害時電力供給の協定

を結んでいる相手がいるのかいないのか。い

ないのであれば、協定を結ぶ相手を探す必要

があると考えるが、町長の思いを伺いたい。 

 ３番目、Ｖ２Ｈを実行するためには接続機

器が必要となり、この接続機器の導入は国か

らの助成金があり、中能登町では助成金があ

るのかないのか。ないのであれば、助成金を

設ける予定があるのか、町長の予定を伺いた

い。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 Ｖ２Ｈの件のご質問にお答

えします。 

 まず、１点目の災害時におけるＶ２Ｈ効果

についてですが、Ｖ２Ｈは、電気自動車やプ

ラグインハイブリッド車の大容量バッテリー

を家の電源として活用するシステムで、電気
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代の節約につながり、また災害の備えとして

役に立つと言われております。 

 災害時におけるメリットとして、具体的に

は62キロワットアワーのバッテリーを備えた

電気自動車では、一般家庭の約２日から４日

分の電力を賄うことができると言われており

ます。 

 次に、２点目の中能登町の取組はについて

ですが、Ｖ２Ｈシステムは一般家庭向けシス

テムであり、大型の施設や避難所での活用に

想定される高出力機器には使えないなどの課

題があると聞いております。 

 それから、災害時に必要とされる高出力機

器にも供給可能な新たなシステムが構築され

つつあるとのことですので、それらを注視し

ながら導入に向けての検証、検討をしていき

たいと考えております。 

 また、中能登町における災害協定や確認書

については、現在33件締結をしております。

その中で、電力に関するものは３件がありま

すが、必要に応じて災害協定を結んでいきた

いと考えております。 

 次に、３点目の中能登町での助成金につい

てですが、現在のところ当町において助成金

の制度はありません。しかしながら、カーボ

ンニュートラル社会の構築に寄与するものと

捉えておりますので、今年度、策定を予定し

ております地球温暖化対策実行計画の中で検

証してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 池島議員 

○４番（池島和喜夫議員） この件に関して

は、どちらかというと前向きのお話を聞かせ

ていただいたというふうなことであります。

ぜひ頑張って実行というか、なるように持っ

ていってください。 

 最後の質問です。 

 良川駅から最勝講への道が夜暗い。これに

ついてお尋ねしたい。 

 高校生が良川から最勝講経由で自宅へ帰る

とき、良川から最勝講への道を通学路として

利用している。しかし、この道は田んぼの中

を通っており、夜中でも外灯もなく暗いまま

で危険な道となっている。今後、いつ事件、

事故が起きても不思議ではない状況と考えら

れる。 

 そこで、田んぼの中を通るこの道に外灯の

取付けを願いたい。町長の前向きな姿勢を伺

いたい。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 良川駅から最勝講への道路

における防犯灯対策について、ご質問にお答

えします。 

 町では、平成25年４月の中能登中学校開校

に合わせ、通学路となる主要な道路において

防犯灯の整備を行ってまいりました。これに

より、良川駅周辺につきましても夜でも明る

く安全な道路がありますので、通学には安全

な道路を利用するよう教育委員会を通じまし

て中高生への呼びかけをしていきたいと思い

ますので、ご理解のほどよろしくお願いを申

し上げたいと思います。 

○議長（笹川広美議員） 池島議員 

○４番（池島和喜夫議員） 道がある以上は

通りたいと。なおかつ近い道であれば利用し

たいというのは人の心でないかなというふう

に思います。 

 防犯灯関係の設置がいろんな意味で難しい

部分があるのであれば、暗くなって危ないと

されるような時間帯を通行止めにする。人、

二輪車においては何時から何時まで通行止め

といったような対策も立てないかんのでない

ですか。 

○議長（笹川広美議員） 高名参事兼総務課

長 

  〔高名雅弘参事兼総務課長登壇〕 

○高名雅弘参事兼総務課長 池島議員の質問

にお答えをいたします。 

 こちらの良川から最勝講のほうに通じる道

につきましては、現在、電柱などもございま
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せん。また、中能登中学校開校に当たりまし

て、先ほど町長も言いましたとおり、大きな

道路、歩道のある道路には防犯灯もつけてお

ります。まずはそういった道路を利用してい

ただきながら、現状についてはもう少し確認

が必要なのかなと思っておりますので。そし

てまた、言われたとおりの規制等について

は、またこれは警察署の協議となっておりま

す。 

 ということで、安全な防犯灯のついた道路

もありますので、まずはそちらのほうを優先

に通行していただくよう、また中高生につい

ては啓発をしてまいります。 

 そして現地につきましては、またもう少し

様子、状況のほうを見させていただければな

と思いますので、ご理解のほどお願いいたし

ます。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 池島議員 

○岩田 正企画課長 そういった意味での話

はおおよそ分かりました。そうすると、利用

しておられる高校生、主に高校生だと思いま

すが、教育委員会のほうから、そういう利用

されておる生徒さんに対してしっかりと、危

険な道である、できるだけ外灯のあるところ

を利用してくれといったようなことを伝えて

いただきたいというふうなことを思います。 

 取りあえず今できることはそういうことな

んでしょうから、できることからやっていた

だきたいというようなことです。 

 そういうようなことで、質問を終わりま

す。 

○議長（笹川広美議員） 続いて、３番 角 

 久子議員 

  〔３番（角 久子議員）登壇〕 

○３番（角 久子議員） 一般質問を始める

前に、少しお時間をいただいて、この議席番

号３番の３は、数字の歌で赤ちゃんのお耳と

いう歌詞があります。赤ちゃんは、まず耳か

ら聞こえたことに反応を示す。そして成長す

る。また、私の公約の３番にうたっているこ

とは「生かしたい みんなの意見を」という

ことで、相談されたこと、また聞いたことに

対応していきたいという、そんな２つの数字

の３が絡み合った思い。そして、議員１年生

が今こうして１年を終わろうとしていること

に何かしら熱いものを感じるところです。 

 それでは、通告に従い一般質問を始めま

す。 

 まず、遊休土地についてでありますが、我

が町も合併してこの３月で19年目を迎えてお

ります。旧町から引き継いだ土地、また人口

減少で統廃合して必要でなくなったりなどな

ど、町が所有する中で利活用していない土

地、いわゆる遊休土地がどれだけあるのか。

今回は、まず地上に建築物がある物件を除い

てどれだけあるのか。また、その利活用して

いない土地の現状を把握しているのか。町と

して、今後、遊休土地をどのようにしていこ

うと考えているのか。お聞きします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 遊休土地についてのご質問

にお答えします。 

 まず、１点目の面積にしてどれくらいある

のかについてですが、建物がない遊休の土地

はおよそ１万8,000平米であります。その主

なものについてですが、旧鳥屋公民館と体育

館跡地、励志館跡地、井田の母子センター跡

地などがあります。 

 次に、２点目のそれぞれの土地の現状を把

握しているのかについてですが、先ほど述べ

た土地につきましては、年に数回、除草作業

を実施しながら維持管理をしているところで

あります。 

 ３点目の今後、土地を売却あるいは有効活

用していきたいという思いはあるのか、今後

の対策を問うについてですが、現在のところ

具体的な計画は存在していませんが、今後の

まちづくりを見据えて、民間事業者の考えも

取り入れながら多種多様な活用案を提示して
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いただき、優れた提案には譲渡や対応を行

い、有効活用していきたいと考えておりま

す。 

○議長（笹川広美議員） 角議員 

○３番（角 久子議員） 今ほどの話では１

万8,000平米、思っていたより少なかったの

で、少しは軽くなった気持ちです。 

 この遊休土地の現状ですが、先ほども言わ

れました年に２回ほどということなんです

が、やはり周辺に田畑をしている方々は大変

な迷惑を実際こうむっているわけです。そう

した方々のためにも、時期的なものもあるん

でしょうけれども、今、特に雨が降ったらす

ぐ伸びるという状況の中で、そういった大変

な思いをされている方もおいでるので、なる

べく除草は小まめにお願いしたいなという、

わがままかもしれませんが、そのようにお願

いしたいと思います。 

 また、先ほど言われた１万8,000平米の土

地の中で、全く今のところ計画がないと、見

込みのないもの、見込みのあるものについて

は、しっかり仕分けをして、見込みのあるも

のを時期を示して利用計画、売却計画などを

立てる必要があるように思います。 

 例えば、移住定住者、あるいは若者に手に

入りやすい土地を提供し、地元業者が地元木

材で建設してもらう。そうすると、地元商工

業者の活性化と地元森林資源の有効利用、ま

さに三位一体の効果が期待できると思うので

す。そこに当然ながら伐採した山に新たに植

林することで山も元気になり、土砂災害の心

配も少しはなくなるのではないかと、素人判

断ですがそう思うわけです。そして、そうし

たことに対する支援制度などを考えていただ

ければ、さらにベストではないかと思うので

あります。 

 今後、土地利用の基本方針にのっとり、ぜ

ひ検討いただいて、次の質問に移ります。 

 それでは次に、人口減少社会に対応したま

ちづくりについて伺います。 

 今月２日、厚生労働省が2022年の人口動態

統計を発表しました。女性１人が生涯に産む

子供の数を示す合計特殊出生率は1.26という

ことで、2005年に並ぶ過去最低という結果

で、コロナ禍で出産を控えたことも影響し、

少子化が加速しているという見解でありまし

た。 

 ちなみに、当町では昨年度授かったベビー

が84名、亡くなった方が251名ということで

した。 

 ここで、過去５年間の４月１日付の人口推

移を総人口に対して65歳以上はどれくらいの

割合を占めているのか調べてみました。平成

31年度では65歳以上のパーセンテージは

35.6％、令和２年では36％、令和３年では

36.5％、令和４年では36.9％。令和５年では

37.6％ということで、65歳以上が年々増えて

いることが明らかに分かるかと思います。こ

れから先も増えることはあっても減ることは

ないと言っても過言ではありません。 

 そこで、37.6％、6,382名の皆さんが、も

ちろん私を含めてのことですが、この先、自

分の体と向き合って人口減少に歯止めをかけ

る思いで健康寿命を延ばす。そのためには、

まず健診を受けて自分を見詰めることから始

めることだと思います。 

 そこで、お聞きします。今年の受診率はま

だ始まったばかりなので分からないと思いま

すので、昨年の受診率はどれだけか。また、

それぞれの地区で何かしらの教室などを開い

て健康増進につなげているようですが、残念

なことに利用し切れていない方がまだまだた

くさんの方がおいでいるようです。町とし

て、そうした方も含め、今後、高齢者に対し

てどのような対策をどのように進めていこう

と考えているのか、お聞かせ願います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 人口減少から見るこれから

のまちづくりについてのご質問にお答えしま

す。 
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 まず、１点目の町の人口の65歳以上が３分

の１を占めている中、健康寿命を延ばす対策

は、町の検診の受診率はについてのご質問に

お答えします。 

 初めに、健康寿命を延ばすためには、自分

の体の状態を知るために定期的に健診を受け

ること、そして心身の健康管理を行うことが

必要であります。このため、町では、公共施

設で行う集団健診と医療関係で行う個別健診

により各種健康診査を行っております。 

 受診率については、コロナ禍の影響により

令和２年度、３年度は全体的に受診率は低下

しましたが、令和４年度につきましては回復

傾向になっております。 

 健診は健康管理のスタートラインであり、

町では、健診結果から個別に保健指導を行

い、生活習慣病などの発症予防や重症化予防

に取り組んでおります。 

 また、高齢者の方におきましては、町内各

地において住民主体の介護予防の取組が行わ

れております。 

 人口減少の進む中、介護の担い手不足など

の大きな課題もありますが、一人でも多くの

高齢者の方が要介護状態にならないよう、自

分ごととして介護予防に取り組んでいただ

き、生きがいを持って暮らしていただくこと

が重要と感じております。 

 人生100年時代と言われる中、町といたし

ましても誰もが健康で生き生きと暮らせるよ

う健康寿命を延ばすことを目指し、引き続き

生活習慣病の予防と介護予防について一体的

に取り組んでまいりたいと考えておりますの

で、ご理解のほどよろしくお願いをいたしま

す。 

 なお、健診受診率や高齢者に対する介護予

防の取組の詳細と、２点目の保育園留学の手

応え及び３点目の未婚者に対し出会いの場を

提供する活動等につきましては、この後、担

当課長より答弁をさせますので、よろしくお

願いを申し上げます。 

○議長（笹川広美議員） 田畠健康保険課長 

  〔田畠洋子健康保険課長登壇〕 

○田畠洋子健康保険課長 それでは、初めに

健診の受診率についてお答えいたします。 

 令和４年度の受診状況ですが、国民健康保

険の方を対象とした特定健診では1,277人が

受診し、受診率は44％で県平均を上回ってお

ります。 

 また、75歳以上の方を対象とした後期高齢

者検診では646人が受診し、受診率は20.1％

で、県平均を下回っている状況です。 

 そのほか、各種がん検診の受診率は、検診

の種類により幅はありますが11％から16％台

でありました。 

 町では、今後も引き続き個別通知による案

内や音声告知端末による放送、また電話によ

る個別の受診勧奨など周知を図り、健診の受

診率向上に努めてまいります。 

○議長（笹川広美議員） 横井長寿福祉課長 

  〔横井正之長寿福祉課長登壇〕 

○横井正之長寿福祉課長 それでは、高齢者

に対する介護予防の取組についてお答えをい

たします。 

 町内の各地区において、地域住民の通いの

場として、地域つながりサロンや、足腰の筋

力アップを目的としたいきいき百歳体操、そ

れから有志で活動しています和楽家、それか

ら中能登町健康友の会といった自主グループ

活動などが、住民主体の介護予防の取組とし

て行われております。 

 令和元年度からは、自分の体に合わせて無

理なくできるシルバーリハビリ体操を取り入

れておりまして、３級指導士による体操指導

を実施しております。また、自宅でも気軽に

体操できるようにしていただいたり、運動習

慣を持っていただけるように、ケーブルテレ

ビでも定期的に運動の番組を放送しておりま

す。 

 今後も継続して、介護予防の推進を目標に

掲げまして、住民の主体的な介護予防の取組
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を支援してまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 角議員、通告のあ

った２項目め、３項目めの質問がまだでした

ので、今やっていただければと思います。 

○３番（角 久子議員） 分かりました。す

みません。 

 では次に、七尾市、羽咋市、中能登町で、

ユニークなまちづくりの一環で、未来をつく

る留学プログラム、保育園留学という思いも

つかない事業をするというお話を聞き、半信

半疑で聞いていたのですが、何と当町にも現

在１組が10日まで滞在されたということでし

たが、体験をしてどう感じられたのか、体験

談を参考に、今後もさらにこうした保育園留

学が定着できるよう願いたいものです。 

 そこで、お聞きいたします。今後どのよう

な働きかけをされるのか。また、留学された

体験談もお聞かせ願えればありがたいです。 

 少子化の進行に歯止めをかけるために、先

ほどの事業にしてもそうですけれども、いろ

いろ創意工夫をして事業展開されているよう

ですが、その先の家族、家庭を持つことが何

といっても必要。それには、まずは結婚、そ

して妊娠、出産、子育てに希望を持ち、安心

して産み育てられる環境づくりが最重要だと

思います。 

 その点、当町では、出産、子育てには手厚

い対策がされているので安心なのですが、結

婚となるとなかなか難しいものがあるかと思

います。少子化の一つの要因でもある未婚化

を少しでもなくしたいということで、結婚相

談員の方も努力されているようですが、これ

がまたなかなか思うように事が運ばない現状

ではないのかなと思います。 

 婚姻数減少の背景には、出会いの機会が減

っているということだけではなく、ほぼ結婚

イコール出産、子育てを考えない思想や、若

い世代が経済的に苦しい状況にあることも一

つの要因とか。また、さらには将来の育児の

負担や仕事と子育ての両立に対する不安の高

まりがあるのではないでしょうか。 

 こうした不安を解消し、結婚、妊娠、出

産、子育てに希望を見出せるよう、出会いの

機会を積極的に取り入れていくことが大変重

要かと思います。 

 そこで、出会いの機会を今後進めるのか進

めないのか。進める計画があるのなら、どの

ような形で進めていこうと考えているのか、

答弁願います。 

○議長（笹川広美議員） 岩田企画課長。 

  〔岩田 正企画課長登壇〕 

○岩田 正企画課長 それでは、保育園留学

のご質問についてお答えいたします。 

 この事業は、先ほど議員も言われたとお

り、七尾市、羽咋市、中能登町の３市町でつ

くる能登地域移住交流協議会が主体となり実

施しております。事業内容としましては、都

市部で保育園に通う子供がいる準富裕層をタ

ーゲットに、ワーケーションの提供などを行

い、保育園を起点として関係人口の誘致をき

っかけに移住定住人口の増加につなげる効果

的な事業として、昨年度末より準備を進め、

本年度から取組を開始しました。 

 本事業は、構成３市町の魅力を踏まえたワ

ーケーションの企画や魅力発信のためのウェ

ブページの作成、保育園留学のツアープラン

ニングと運営を委託契約により実施しており

ます。全国的にも本事業の取組自治体が増加

しており、先導的な自治体では予約待機が

1,000家族を超え、リピート希望が95％を超

えるなど、ターゲット層からの非常に高いニ

ーズに支えられていると聞いております。 

 事業としましては、先月からモニターツア

ーが始まり、早速今月５日から９日までの５

日間、１家族が保育園を利用しました。 

 議員ご質問の手応えにつきましては、今

後、利用者の声をお聞きしながら効果検証を

行ってまいりたいと考えておりますが、当町

で受け入れる２つの保育園においても順調に
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予約をいただいていることから、本事業に対

する期待の高さと可能性を実感しておりま

す。 

 引き続き、当町の子育て施策の充実をはじ

めとする魅力を存分に発信し、都市圏とのつ

ながりを深め、着実な移住定住につなげてい

きたいと考えておりますので、ご理解のほど

よろしくお願いいたします。 

 次に、未婚者に対しての相談員は努力して

いるようですが、出会いの場を提供する活動

等は、のご質問についてお答えいたします。 

 当町では、中能登町まち・ひと・しごと創

生総合戦略の目標の一つとして、子育て環境

づくり、「若い世代の結婚・出産・子育ての

希望をかなえる」を掲げており、出会いの場

の創出を重要な指標として、中能登町結婚推

進員の会が主体となった若者等縁結び出会い

の場創出推進事業への支援を昨年度から国の

補助を利用し実施しております。 

 昨年度は、12月に応援企業４社からのご支

援と連携もいただき、富山県在住の女性と町

内男性との食をテーマとした婚活イベントを

男女11名の参加で開催し、２組のマッチング

に結びつきました。 

 応援企業の連携、支援では、飲食店におい

ては、縁結びうどん、縁結びドーナツの考案

及びイベントでのご提供をいただきました。 

 この事業は５年度も継続して実施する予定

としており、今年度は、美をテーマとした開

催を計画しております。 

 開催に当たっては、昨年度を上回る応援企

業からのサポート体制の構築を図り、結婚推

進員の会と応援企業とのセミナー、ワークシ

ョップを通じて、１組でも多くの結婚につな

がる効果的なイベントプログラムとなります

よう現在検討を重ねているところでございま

すので、ご理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（笹川広美議員） 角議員 

○３番（角 久子議員） まず保育園留学に

ついては、手応えがあるということで、大変

ありがたいお返事をお聞きして、うれしい限

りです。今後もモニターさんや受け入れる

方々の意見などを聞き、さらに魅力ある事業

展開ができるよう、そして近い将来、移住定

住家族が増えることを期待して。 

 もう一つ、昨年は、結婚のほうですけれど

も、２組が意気投合されたということで、こ

れまたうれしいお話でしたけれども、こうし

た事業は参加することに希望があるのです

が、これまた結構、中能登町は消極的な方が

多いと思います。あるいはまた、なかなか難

しく構える方も多いかと思いますので、今年

度は美をテーマにするということで、まずは

気構えないで楽しんで参加できるよう、そし

て効果的な事業展開になるように、それぞれ

の持ち味を生かしたまちづくりが展開できる

ことをお願いいたします。 

 それと、先ほどの高齢者の受診率の話なん

ですけれども、令和４年1,277人で、国保の

関係だけで44％ということで、これは結局、

社会保険の方もおいでる。今、定年が延びて

いるので、国保は対象が何人なのでしょう。

その総人口が分からなかったので、お願いい

たします。 

○議長（笹川広美議員） 田畠健康保険課長 

○田畠洋子健康保険課長 それでは、角議員

のご質問にお答えいたします。 

 特定健診は、各保険者が健診の実施主体と

なります。町が行うのは国民健康保険の加入

者なので国民健康保険に加入されておいでる

方で、令和４年度においては2,901人の方が

健診の対象となっております。40歳以上の方

が特定健診の対象となっております。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 角議員 

○３番（角 久子議員） ありがとうござい

ました。ちょっと勘違いをしました。国保は

人数が、先ほど65歳以上6,382名の中に国保

はいかに少ないか。 
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 こうして受診を44％ということで、半数以

下なので非常にちょっと物足りないという

か、健康に、どうなんでしょう、どんな思い

で皆さん受診をされてないのか。そこのとこ

ろ、またもう少しこの受診率が上がるように

努力していただいて。また、今ほど企画課長

さんからもお話を聞きました保育園留学、あ

るいは結婚相談、ますます力を入れて、これ

から若い世代が増えるよう期待して、私の一

般質問を終わります。 

○議長（笹川広美議員） 続いて、２番 合

田 宏議員 

  〔２番（合田 宏議員）登壇〕 

○２番（合田 宏議員） それでは、通告に

従い一般質問をいたします。 

 私は、地域の食の健康と持続可能な可能性

に関心を持つ者として、食育について質問い

たします。 

 なぜ食育なのかと申しますと、先月、こど

も食堂を開いたときにアレルギーについて聞

かれました。それがきっかけになります。 

 食育は、健康な生活を送るために欠かせな

い重要な要素であり、特に子供にとっては将

来の健康に大きな影響を与えます。有機野菜

は、その栄養価と安全性の面で優れており、

食育活動において重要な役割を果たすことが

できます。 

 有機野菜は、化学合成された農薬や化学肥

料を使用せずに生産されます。これにより、

有機野菜は自然環境に基づき持続可能な農業

の一環となり、環境への負荷を軽減すること

もできます。また、有機野菜には合成された

農薬の残留物が含まれないため、子供たちが

安心して食べることができます。 

 さらに、有機野菜は栄養価が高いとされて

います。有機野菜は、土壌の健康を保つため

に有機物を多く含んだ肥料を使用します。こ

の土壌は健康な状態により、野菜が栄養素を

豊富に吸収し、栄養価が高くなると言われて

います。特に子供たちには成長期にあり、栄

養摂取の重要性が高いですので、有機野菜の

摂取は成長と発達によい影響を与えることが

期待されます。 

 また、有機野菜は地域の農業を支えること

にもつながります。有機野菜の栽培には農薬

や化学肥料を使用しないため、農家の方々が

自然環境を守りながら生産することができま

す。このような農業形態を支援することは、

地域の経済と雇用の促進につながるだけでな

く、地域の風土や文化を守る一助になること

でしょう。 

 以上の理由から、当町の食育について３点

伺います。 

 １点目、町内小中学校における食育教育の

基本的な考え方と具体的な取組状況と今後の

課題は何か。 

 ２点目、学校給食の食材については、安心

できる食材として地産地消を考えるが、現状

の取組状況と課題は何か。 

 ３点目、オーガニック給食の推進について

取組を進めていく考えはあるか。 

 以上になります。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 中能登町の食育についての

ご質問にお答えします。 

 食は生きていくための基本でありますが、

ライフスタイルや価値観の多様化により食の

大切さが見過ごされがちとなり、その結果、

食生活の偏りや乱れによる生活習慣病の増加

など問題が顕在化しております。 

 こうしたことから、町では、平成30年に第

２次中能登町食育推進計画を策定し、町民一

人一人が健康で豊かな人間性を育んでいける

よう、食に関する正しい知識や食習慣を身に

つけ、食を選択する力を修得するとともに、

生活習慣病の予防及び改善につながるよう推

進しております。 

 なお、学校での食育や学校給食に関する質

問については、教育長より答弁をさせますの

で、よろしくお願いいたします。 
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○議長（笹川広美議員） 林教育長 

  〔林 大智教育長登壇〕 

○林 大智教育長 では、合田議員のご質問

にお答えいたします。 

 １点目の町内小中学校における食育教育の

基本的な考え方と具体的な取組状況及び今後

の課題についてお答えします。 

 学校における教育は、子供が食に関する正

しい知識を身につけ、自らの食生活を考え、

望ましい食習慣を実践することができること

を目指し、学校給食を活用しつつ、給食の時

間はもとより、各教科や総合的な学習の時間

等において食に関する指導を中心として行わ

れております。 

 町内小中学校では、食に関する指導の全体

計画及び年間計画に基づき、給食や授業等、

学校生活を通しての食育活動を行っておりま

す。 

 その基本的な考え方として、心身の成長や

健康のため自ら食事管理をしていく力、安全

な食品を判断し選択する力、食べ物に感謝

し、生産者や関わる人々への感謝の心を育む

力、人間形成能力を身につける力、地域の地

場産物や食文化を理解し、尊重する心を育む

力など、食を通して生きる力を育むことを目

指しております。 

 具体的な取組状況につきましては、毎日の

給食の時間における食育放送、教職員からの

声かけ、また定期的に給食センターの栄養職

員が各学校に出向いての巡回指導や食育をテ

ーマにした授業を行うなど、日常の学校生活

の中で食を通しての体験や知識を積み重ねて

おります。 

 また、家庭への取組として、毎月の給食だ

よりを通して時期に応じた様々な食育情報を

発信しております。 

 今後の課題ですが、食育を行う給食の現場

では残食が問題となっており、これを解決す

るための食育が必要であると認識しておりま

す。解決方法としましては、学校を核とした

家庭を巻き込んだ取組を推進し、子供の日常

生活の基盤である家庭における食に関する理

解を深めることが重要であると考えておりま

す。 

 続いて、２点目の学校給食の食材について

は安心できる食材として地産地消を考える

が、現状の取組状況と課題についてお答えし

ます。 

 地産地消とは、その地域で生産したものを

その地域で消費することで、児童生徒が地域

の自然や農業など地域への理解を深め、より

深く郷土への愛情を育むとともに、新鮮で安

全な食を通して児童生徒の生涯にわたり心豊

かで健全な生活の基礎を培うことを目的とし

て、学校給食における地産地消を推進してい

るところであります。 

 現状の取組につきましては、地元産のニン

ジンやコマツナのほか、様々な有機栽培をＪ

Ａと連携し、年間を通した給食への導入を進

めており、さらに今年度は、化学農薬や化学

肥料の使用量を50％以上削減して栽培する特

別栽培米を使用する予定であります。 

 また、毎月家庭に配布している給食だより

には、有機野菜を納入している地元の農園か

らのコメントを掲載し、児童生徒には栄養価

が高く、地元産の安全な野菜を学校給食で食

べていることを保護者に情報発信しておりま

す。 

 昨年度の取組では、地場産物であるキンシ

ウリや加賀レンコンの実物と調理方法などが

描かれた掲示物を各学校に展示し、児童生徒

が給食で食べたものを実際に手で触れ、興味

を持ってもらうための取組を行いました。な

お、今年度も２学期に昨年同様、展示する予

定としております。 

 課題でありますが、地域の農家の生産量だ

けでは毎日の学校給食で使用する食材の収量

確保が難しく、農家に負担がかかることが懸

念されております。 

 次に、オーガニック給食の推進に向けて取
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り組む考えはあるかについてお答えします。 

 オーガニック給食の推進につきましては、

３月議会の一般質問で三浦議員より同じ内容

のご質問があったところでございます。 

 食の安全が問題となっている昨今、他県の

事例としましては、沖縄県では、ミネラル豊

富なオーガニック給食を始めたことにより児

童生徒の発達障害やアレルギー、低体温等の

様々な不調が改善されてきているとの報告を

聞いております。 

 このように、化学肥料や合成農薬に頼ら

ず、自然が持つ本来の力を生かしたオーガニ

ック食材を学校給食に先進的に導入している

自治体が増えていることは承知しておりま

す。 

 一方で、給食に使用するためには、予定ど

おりの供給が難しく、導入してもまとまった

量が確保できない、納入サイズの均一化が求

められること、品目を増やすための予算確保

が必要などの様々な課題があるとも考えられ

ます。 

 未来を担う子供たちに、おいしく安全に食

べられるオーガニック食材を活用した学校給

食を導入するためには、農林課や地域の生産

農家などの協力が不可欠でありますので、打

合せ会議を持ちながらオーガニック給食の推

進に向けて前向きに検討していきたいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（笹川広美議員） 合田議員 

○２番（合田 宏議員） 町の食育の取組の

考え方については理解できました。 

 その中で、残食が多いということが言われ

ましたが、有機野菜にすることによって残食

が少なくなるという事例がいろいろなところ

から発表されています。ぜひ有機野菜を使っ

て残食を減らす活動もやっていただければと

思います。 

 そこで、関連なんですけれども、再質問と

いう形になるかもしれません。 

 全国オーガニック給食協議会というのがこ

の６月に設立されることになりました。御存

じでしょうか。全国から自治体や農協、農業

協同組合、農業関係団体、生活協同組合や流

通、市民団体の参加があると思います。当町

もオーガニック給食協議会に参加してはどう

でしょうか。 

 ちなみに年会費は団体で年間２万円、個人

は2,000円です。私は加入しようかなと思っ

て申込書を取り寄せています。 

 取りあえずここでお聞きします。 

○議長（笹川広美議員） 林教育長 

○林 大智教育長 全国オーガニック給食協

議会、こちらのほうで調べまして、前向きに

考えてまいりたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 合田議員 

○２番（合田 宏議員） ありがとうござい

ます。 

 先ほどのオーガニック給食協議会なんです

が、言い忘れたんですが、６月３日の新聞記

事によりますと、全国の32の市町で参加され

ております。24の農業団体が参加されており

ます。個人の参加が195人となっており、か

なり全国的に加入されているんじゃないかな

と思いますし、石川県では加賀市が加入する

というような記事がありました。 

 ぜひ我が町も加入すればいいかなと。検討

願います。 

 オーガニック給食の推進は、子供たちの健

康的で持続可能な食習慣を身につけることが

できるだけでなく、地域の農業と環境に対す

る意識を高めることができます。先ほども供

給量が少ないとか、品数が確保できないとい

うこともありますので、今後とも有機野菜の

生産者と食育に関して全般的に協力しなが

ら、子供たちの未来を健康にするための取組

をしていってほしいと思います。 

 続きまして、次の質問に行きます。 

 公園遊具について２点質問いたします。 
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 津幡町のあがた公園というのを御存じでし

ょうか。津幡バイパスを金沢方面に走ってい

くと、能瀬駅を少し越えたところから右手に

見えてくる公園です。土日の晴れた日には多

くの子供たちや親子が楽しそうに遊んでいる

光景を見かけます。平日も午後から近所の子

供たちが遊びに来ています。 

 あがた公園では、ふわふわドームをはじ

め、低学年用の遊具、高学年用の遊具がそれ

ぞれ設置されています。駐車場を見てみる

と、富山県ナンバーや石川県ナンバーの車も

来ています。 

 また、６月５日の新聞報道で、金沢市の内

川スポーツ公園でふわふわドームが導入され

るという記事もありました。 

 そこで、当町の公園はどうだろうと思い、

大きな４つの公園を見てきました。どの公園

も整備されていますが、少し違和感を感じま

した。土日は利用される方もいますが、小学

校の高学年の方の姿がどの公園でも、ちらほ

らでなく本当に１人とか２人ぐらいしか見受

けられませんでした。 

 とりや古墳では、小学校の５年生だという

女の子が妹さんとブランコで遊んでいました

が、インクルーシブル遊具では遊ばないと言

っていました。インクルーシブ遊具で遊んで

いたのは、小さなお子さん連れのお母さんと

小さな子供さんでした。このようなことは、

たまたまだったのかもしれませんが、せっか

くの遊具があまり利用されていないのは寂し

く思いました。 

 インクルーシブ遊具は、障害を持つ子供た

ちや特別なニーズを持つ子供たちに対し、遊

び場の機会を提供する遊具であり、一般の子

供たちとともに交流する機会を提供する遊具

だと思います。 

 また、残り３つの公園にはブランコがなか

ったように思われます。子供たちだけでな

く、大人も楽しむことができ、公園の多世代

間の交流を促進し、地域の絆を深めることが

できると思います。また、ブランコがあるこ

とで、遊び場の景観にも一層魅力を与えるこ

とだと思います。 

 以上のことを踏まえて、２点伺います。 

 １点目、インクルーシブ遊具の反響につい

て。 

 ２点目、各公園にブランドの導入と、レク

トピアパークにふわふわドーム、これは、お

にぎり型のと私は望んでいますが、新設につ

いて伺います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 公園の遊具についてのご質

問にお答えします。 

 まず、１点目のインクルーシブ遊具の反響

についてでありますが、インクルーシブ遊具

とは、障害のある子もない子も一緒に遊べる

こと、そして仲よく楽しむことができる遊具

のことを言います。 

 今回、インクルーシブ遊具を設置した古墳

公園とりやについてご説明をいたします。 

 平成12年に古墳公園とりやが開園し、当時

から大変好評をいただいている遊具広場であ

りましたが、整備後20年以上が経過し、経年

劣化による腐食により安全性が確保できない

状況から、これまでの遊具の撤去を進めてま

いりました。撤去に伴い、遊具が減少したこ

とから、昨年度、宝くじのコミュニティ助成

事業を活用し、３歳から６歳を対象にしたイ

ンクルーシブ遊具の整備を行ったものであり

ます。 

 インクルーシブ遊具を設置してからの利用

状況ですが、既存の遊具は小学生以上が利用

し、今回整備したインクルーシブ遊具は６歳

以下の幼児が遊ぶなど、年代別で安心して遊

べるようになったと確認しております。昨年

度、保育園児から小学校低学年の保護者の方

を対象に、公園整備のアンケート調査を行

い、そのアンケート結果を踏まえた内容で現

在進めております道路公園包括管理等ＰＦＩ

事業において、民間活力を用いて公園の再整
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備を進めたいと考えておりますので、ご理解

をお願いいたします。 

 次に、２点目の各公園にブランコの導入と

レクトピアパークにふわふわドームの新設を

についてでありますが、まずブランコの設置

状況につきましてご説明いたします。 

 ブランクにつきましては、古墳公園とりや

と、その他の小公園に設置されております

が、町管理の公園については遊具点検の結

果、経年劣化による腐食のため安全性が確保

できず、使用禁止の措置を講じるなどの対応

を行っております。 

 町管理の公園につきましては、先ほど申し

上げました道路公園包括管理等ＰＦＩ事業に

おいて、遊戯の再整備も見据えた事業を進め

ていきたいと考えております。 

 なお、地区管理の公園につきましては、宝

くじコミュニティ助成事業を利用した遊具の

整備もできますので、地区からの要望を取り

まとめて実施していきたいと考えております

ので、ご理解をお願いいたします。 

 ふわふわドームにつきましては、県内に４

つあり、最近では令和５年４月に宝達志水町

でオープンしたほっぴーパークに設置されて

おります。どの施設も大変人気の高い遊具と

聞いております。 

 ご質問にありますレクトピアパークにふわ

ふわドームを新設することに関しましては、

現在計画中でありますメディカルパークの整

備、また遊具の設置に関しましては、道路公

園包括管理等ＰＦＩ事業で検討し、進めてま

いりたいと思いますが、整備費用及び維持管

理費用を勘案した中で可能性を探っていきた

いと考えておりますので、ご理解をお願いい

たします。 

○議長（笹川広美議員） 合田議員 

○２番（合田 宏議員） 町の考え、分かり

ました。ありがとうございます。 

 先ほど町長のお話の中で、地区の公園のブ

ランコは要望すれば設置できるというような

感じで言われたんですが、これは各地区で要

望を上げれば検討してもらえるということな

のでしょうか。じゃ、ぜひ私たちの地区のほ

うにも働きかけたいなと思います。 

 本当に子供たちがブランコで遊ぶ姿、すご

く楽しそうに遊んでいるので、子供の笑顔

が、笑い声が聞こえる地区というのはすごく

いいなと私は思っていますので、ぜひ各公園

にブランコをと思います。 

 ふわふわドームにつきましては、確かに費

用もかかると思いますが、ふわふわドームは

子供たちにとって安全で楽しい遊び場となり

ます。それと、私も実際見てきたんですけれ

ども、ドームの周りから柔らかい素材でつく

られていまして、ドーム自体も柔らかい。利

用するときは、子供たちはみんなはだしにな

って利用しています。ポンポン跳びはねたり

転がったり、すごく楽しそうにしていまし

た。 

 子供たちは、そういうことをすることによ

って運動能力や創造性が持たれると思いま

す。ふわふわドームは、公園の遊びに新たな

魅力を加え、地域の家族や他の市町村の訪問

者にとっても魅力的なスポットになるんじゃ

ないかと思います。 

 ブランコは、地域の住民にとって価値のあ

る施設になると確信しており、公園の利用者

数と満足度の向上に貢献するものと信じてお

ります。 

 私の質問は、これで終わりたいと思いま

す。 

○議長（笹川広美議員） ここで、２時50分

まで休憩いたします。 

           午後２時38分 休憩 

 

           午後２時50分 再開 

○議長（笹川広美議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 続いて、１番 三浦克欣議員 

  〔１番（三浦克欣議員）登壇〕 
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○１番（三浦克欣議員） それでは、通告に

従いまして質問したいと思います。 

 長年、私は福祉の現場で働いてきた者とし

て、福祉関係労働者の処遇改善について、中

能登町として具体的な支援策はあるかについ

て質問させていただきます。 

 私は、昨年まで障害者施設の管理者として

勤務してきました。立場上、職員の毎月のお

給料を確認するという仕事がありましたが、

それを見るたびに、毎日親身になって利用者

さんの支援を頑張ってくれているのに何でこ

んな金額なんだろうといつも思っておりまし

た。それが全ての原因とは言いませんが、や

はり職員、スタッフの慢性的な人手不足は深

刻で、ハローワーク等に求人を出してもなか

なか来てくれないという現状が続いていまし

た。この給料では、よっぽどこの仕事が好き

でないとという思いもどこかにありました。 

 この福祉現場の人手不足は、全国的にもそ

の傾向は強く、社会問題になりつつありま

す。特に高齢者施設における介護人材不足は

中能登町でも大きな課題になっているという

ふうに思っています。 

 ある町内の高齢者施設の施設長は、近隣の

福祉系の高校への今年度入学した学生が福祉

課40名定員に対し18名しか入学されなかった

とのことで、しかも当町の出身者がほぼゼロ

だったという情報もあり、とても魅力があ

り、やりがいもある職業なのに、なぜ希望す

る若者が少ないのかと嘆いておられ、介護現

場で働く人の地位を向上させていくにはどう

したらよいかというふうな話をされていまし

た。 

 また、先日、地域福祉計画についての勉強

会がありまして、中能登町の15歳から64歳ま

でのいわゆる生産人口に対する64歳以上の高

齢者の人口の割合が平成２年では27％であっ

たのに対し、30年後の令和２年には何と73％

という数字があることに愕然といたしまし

た。それだけ何らかの支援、つまり高齢者の

介護のニーズ、必要性が高まっているという

あかしだというふうに思いました。 

 そこで、(1)少子・高齢化が進んでいく中

で、高齢者支援のニーズの高まりと、一方で

なり手不足という大きな課題に対し、町長と

してどのような対策を講じていく考えなの

か、お尋ねします。 

 そして、(2)この課題の対策についての私

なりの提案です。まず第一に、福祉現場で働

く人たちの地位の向上、身分保障が不可欠だ

と考えます。抜本的な処遇改善が必要である

ということです。町として独自の支援策につ

いて提案しますが、ここで福祉労働者に対す

る公的な支援がなぜ必要なのかという説明が

要るというふうに思います。 

 私なりの見解ですが、まず一つは、基本的

に福祉はお金を生み出さないということで

す。近年、福祉分野に民間、つまり株式会社

等が参入してきておりますが、経験的に福祉

で利潤を追求するのは難しいというふうに考

えています。どこかのハンバーグ屋さんのＣ

Ｍに笑顔はプライスレスというのがありまし

たが、それが全てを物語っていて、福祉サー

ビスはお金に換算していくのはとても難しい

と考えます。 

 それからもう一つの見解としましては、福

祉は運動であるという視点です。手足を動か

す運動ではなく、勝ち取っていくものである

ということです。本来、国が保障すべき問題

なのですが、国の政策が追いついていませ

ん。だから、問題に直面している末端の自治

体が運動を起こしていく必要があるのです。

国を動かす礎的な存在になっていくというこ

とです。 

 しかしながら、なぜ福祉分野だけという議

論になると思いますが、何年後、何十年後か

には自分ごとになるということで納得いただ

けるのではないでしょうか。ぜひ単なる一時

金といった付け焼き刃的な施策ではなく、国

に働きかける運動的な目的を持った今はやり
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の異次元な処遇改善施策を期待したいと考え

ます。 

 また、３番になりますが、しかしながら、

やはり福祉分野だけ保障することはできない

という話になると思います。であるならば、

少子化対策という視点から、子育て世代の所

得保障について２つの方向からの提案です

が、一つは子育て世代の働く人への支援策で

す。 

 一つの例でいうと、私も生命保険に加入し

ておりますが、素人ながら掛金を支払う期間

が長ければ長いほど保証がどんどん厚くなっ

ていくというふうな認識でしたが、ライフプ

ランナーによるとそうではないと。子育て期

間が膨らむ形での保証がベーシックと、妙に

納得しまして、その膨らみ部分を町として保

障する仕組みをつくれないかということで

す。 

 単純に、もう一人子供が欲しいけれどもお

金ないね、無理やねというところにストレー

トに応えるべきではなかったかというふうに

思います。自分ごとで申し訳ないんですが、

私、子供３人いるんですけれども、2人まで

は何とか、３人目になるときつかったかなと

いう印象があって、そこをクリアする何か手

立てがあればいいかなというふうに考えま

す。 

 もう一つは、地域の福祉労働関係者の補完

的な立場としての労働機関の創出です。例え

ば、子育て中で正規の就労が難しい環境に置

かれている方で、働きたい、何らかの収入を

得たい。または例えばこども食堂、あるいは

不登校の子供たちの居場所づくり的な場所を

運営したいという方々への運営資金という形

の就労の支援などです。私からはこのような

アイデアしか浮かびませんが、まちづくりを

推進する専門家としての町のスタッフと一緒

に知恵を絞っていきませんかという話です。 

 いつでもどこでも何か新しいことを起こそ

うとするとき、残念なことに、やらない理由

はすぐに思いつきます。他の市町の前例がな

いという護送船団方式ではなく、前例をつく

っていこうという町職員の姿勢が欲しいとい

うふうに考えます。そうすれば職員の意識も

変わり、先ほどから話になっているモチベー

ションにもつながるのではないでしょうか。 

 中能登町まち・ひと・しごと創生総合戦略

にも、仕事が人を呼び、人が仕事を呼ぶと書

いてありました。すばらしい文言です。子供

からお年寄りまで人にお金をかけるというの

は、具体的な成果が見えにくく、とても難し

いですが、10年後、20年後、つまり次世代の

中能登町への投資になると思います。 

 以上、問題提起と、それに対する提案をも

って質問といたします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 当町における福祉関係労働

者の処遇改善についてのご質問にお答えをし

ます。 

 まず、１点目の福祉関係労働者、特に高齢

者福祉分野における介護人材不足が当町でも

大きな課題となっているが、町長は基本的な

対策についてどう考えているかについてであ

りますが、介護人材不足については、当町に

限らず全国的に大きな課題となっておりま

す。 

 令和３年の厚生労働省の発表によります

と、2040年度には介護職員がおよそ280万人

必要となりますが、2019年度と比較するとお

よそ69万人が不足するという推計がありま

す。 

 このような中、国においては、介護職員の

処遇改善、多様な人材の確保や育成、離職防

止や定着促進及び生産性向上、外国人人材の

受入れ環境の整備など、総合的な介護人材確

保対策に取り込むこととしております。 

 また、石川県においても、平成27年３月に

は石川県介護・福祉人材確保・養成基本計画

を作成しており、その中で人材の確保として

新規就業者の参入促進対策や就業者の定着促
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進対策、資質の向上として職員向けの研修の

強化などに取り組むこととしております。 

 石川県社会福祉協議会においては、福祉の

仕事をしたい人と人材を求めている施設や事

業所をつなぐための仕事マッチングサポート

センターとして福サポいしかわを運営してお

り、セミナーや個別相談会などを実施してお

ります。 

 町としては、介護人材の確保に向けて、国

や県などの動向を見ながら連携して取り組む

必要があると考えておりますが、令和４年４

月から町独自の２つの政策を実施しておりま

すので、詳細につきましては担当課長から答

弁をさせます。 

○議長（笹川広美議員） 横井長寿福祉課長 

  〔横井正之長寿福祉課長登壇〕 

○横井正之長寿福祉課長 それでは、中能登

町における２つの独自の施策について説明を

いたします。 

 １つ目は、介護分野資格取得支援事業助成

金であります。 

 この事業は、介護職員のキャリアアップを

支援し、介護サービスの質の向上を支援する

ために、介護に係る資格取得に要する経費の

一部を助成するものであります。 

 助成対象者は、町内の介護保険サービス事

業所に直接雇用されている介護職員であり、

資格を取得するときに要する教材費などの経

費に対しまして２分の１の助成率で最大５万

円を助成するものであります。 

 これまでの実績は、令和４年度は３件、令

和５年度は現時点で２件であります。 

 ２つ目は、介護職員等継続勤務奨励金であ

ります。 

 この事業は、事業所に勤めた後、早期に離

職する人が多いことを受けまして、少しでも

継続して勤務をしていただくために奨励金を

交付するものであります。対象者は、初めて

介護職に就く方や、事情によりまして介護職

を離れた方で復職をした方でありまして、令

和４年４月１日以降に町内の介護保険サービ

ス事業所に新規雇用された介護・看護職員と

しております。 

 採用後、同一の事業所で１年間継続して勤

務されたときには５万円、さらに同一の事業

所に３年間継続して勤務されたときには10万

円を交付するものであります。 

 これまでの実績につきましては、令和４年

度対象分について現時点で３件であります。 

 この２つの施策については、町内の介護保

険サービス事業所を対象としており、対象と

なる方の住まいは町内、町外を問わないこと

としておりますので、この制度を利用してい

ただき、少しでも介護人材の確保及び定着に

つながればと考えております。 

○議長（笹川広美議員） 三浦議員 

○１番（三浦克欣議員） 中能登町の独自な

事業２つということで、すばらしいと思いま

す。でも、それを踏まえて、やはりまだこの

現状があるということで、お聞きしたら一歩

進んだということでしたけれども、一歩二歩

三歩四歩と独自の施策が継続的に行われてい

くことを期待しますし。当町は、子育て支援

にはすごく他の市町からも評価を受けている

ので、評価を受けるためにするわけではない

のですが、取り組んでいただきたいというふ

うに思います。 

 もう一つ、最後にというか、もう一度、

私、福祉はお金を生み出さないという話をさ

せていただきましたが、その点について、も

う少し詰めてみたいと思います。 

 タイミングよく先週の新聞の１面に、物

価、光熱費高騰の影響で介護施設の27％が倒

産の可能性という見出しで、物価高の影響で

人員を減らしたり採用を見送ったりした施設

もあり、介護サービスの低下が懸念されると

ありました。やはりここでも介護施設は一般

企業のようにコスト増を価格転嫁できず、影

響が大きいというふうに報じられていまし

た。 
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 運営を継続するには、人件費を削減してい

くしか方法がないという現状があるというふ

うに思われます。そうなると、運営する側も

困り、働く側も困り、当然そのしわ寄せはそ

こで暮らすお年寄りに行ってしまいます。ま

さに三方悪です。その流れを変えていく方策

を考えていきましょうということです。 

 昨日、国会で、岸田総理も子育て世代の所

得向上が喫緊の課題であるというふうに述べ

られておりました。子育て世代、若い世代を

真ん中において高齢者を支え、子供も元気に

育てる環境をつくっていく。まさに三方よし

を実現していきましょうという話です。 

 この点について、改めて町長の見解を問い

ます。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 ２点目の人口流出の抑制

策、若者の地元への定住、定着の観点からも

福祉関係労働者に対する当町独自の処遇改善

の支援策を講じていく考えはあるのかについ

てですが、現在、国において、福祉や介護に

おける職員等に対して処遇改善加算の制度を

実施していますが、町独自の処遇改善支援策

については実施しておりません。 

 処遇改善とは、賃金の引上げなどを指しま

すが、一時的な補塡や一部の地域、自治体な

どで行われるものではなく、抜本的な対策が

求められるものであることから、現在実施さ

れている国の処遇改善加算について、さらな

る引上げなど全国的な動きとして改善される

べきであると考えております。 

 また、全国町村会では、社会保障に関わる

必要財源の安定的な確保及び介護人材の確保

について政府に対し要望しており、中能登町

も同じ考えでありますので、これについて今

後も引き続き求めていきたいと考えておりま

す。 

 次に、少子化対策の一環として、子育て世

代の就業所得及び就労環境を保障していく政

策を推進する考えはないかのご質問にお答え

します。 

 子育て世代に特化した所得や就労環境に関

して、当町においては、第２期中能登町ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略の目標及び施

策において具体的に定めておりません。 

 とりわけ所得に関しては、子育て世代の価

値基準やライフスタイル同様、多様な労働環

境や働き方が存在することから、議員ご提案

の保障制度につきましては、町での一定の基

準に基づいた支援制度を設計していくことは

難しいと考えております。 

 また、就労環境につきましては、近年、働

き方改革関連法や社会全体の育児休暇の積極

的な活用に関する行政や機運の高まりによっ

て、子供を産み育てやすい環境に徐々にでは

ありますが変化をしていると感じておりま

す。 

 当町においても、男女共同参画社会を推進

する過程において、町内外の企業に勤務する

方々へ中能登町男女共同参画推進委員会に参

加していただき、企業が実践する先導的な取

組を学び、職場環境の改善につながる取組を

広げていく啓蒙をしております。 

 このことから、当町としましては、実践的

な取組に積極的な企業や団体などを通じて、

情報発信や啓発活動に対する下支えと、要望

事項に応じて必要な支援を検討してまいりた

いと考えておりますので、ご理解のほどよろ

しくお願いをいたします。 

○議長（笹川広美議員） 三浦議員 

○１番（三浦克欣議員） ぜひ三方よしを実

現していけるように取り組んでいってほしい

ということで、１つ目の質問を終わります。 

 ２番目の質問として、カルチャーセンター

飛翔及びその周辺施設、スポーツセンター、

芝生広場、近くを流れる長沢川周辺も含めて

の利活用について質問いたします。 

 カルチャーセンター飛翔は、平成８年に建

設され、その碑文に、能登文化発祥の地、歴

史と文化遺産に富んだまほろばの里として、
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長く農業と織物を基幹にし、活力に満ちた地

域の黎明を迎える云々と刻まれておりまし

た。 

 この飛翔かいわいは、私の家の庭のような

もので、今朝も毎日のお勤め、ランニングを

してまいりました。邑知地溝帯の向こうに石

動山がそびえ、朝日が毎朝昇ってきます。ま

さにまほろばだと、いつも感じております。

春、４月８日でしたかね、石動山から朝日が

昇ってきて、まさに石動山のダイヤモンドヘ

ッドを見てすごく感動した思いもあります。 

 旧鹿西町時代は、まさにカルチャーセンタ

ーは文化、スポーツの中心的な役割を果たし

てきておりましたが、合併を機にその機能は

少しずつ失われはじめ、少し前にホールを見

たときには物置同然となっており愕然とし、

本当に寂しい気持ちになりました。 

 カルチャーセンター飛翔を中心とした施設

は、魅力満載だとまさに毎朝思っており、現

在の状況が残念で仕方ありません。この飛翔

を中心として、スポーツセンター、芝生広

場、水場かいわいの今後の利活用について、

町としての考えをお聞きいたします。 

 そして、２として、カルチャーセンター飛

翔のドーム型の建物、フレンテ広場ですか、

私は形状から、おにぎりの形だと思っていた

のですが、違うんですね。ずっとあの独特の

高さのあるドームを生かした行事、あるいは

アスレチックの拠点にできないかと考えてお

りました。特に北陸は１年の３分の２は雨が

降っているというふうに言われていて、屋内

で取り組める種目、具体的にはトランポリン

とか今はやりのボルダリングとか、昨年、商

工会の青年部の方々が取り組んでおられたス

ケボーのランプを設置するとか、すなわち

今、若者に人気のある都市型スポーツを総称

したアーバンスポーツの室内の拠点としての

機能を持たせてはどうかというふうに考えて

おります。 

 地元の方々のまほろばの役割に加えて、ア

ーバンスポーツの拠点として関係人口、交流

人口の増大を図り、活性化につなげていって

はどうかという提案です。ご答弁いただきた

いと思います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 カルチャーセンター飛翔の

積極的有効活用についての質問にお答えしま

す。 

 まず、１点目のカルチャーセンター飛翔の

立地、特徴的な形態を生かした有効活用につ

いての具体的なビジョンはあるかについてで

ありますが、まず、カルチャーセンター飛翔

を含めた周辺一帯についてご説明をいたしま

す。 

 旧鹿西町時代にアッピー鹿西として整備さ

れ、平成５年４月に旧鹿西町商工センター、

平成７年６月にアッピー広場、平成８年６月

に能登上布会館、同年10月にカルチャーセン

ター飛翔が建設され、安らぎゾーンとして整

備をされました。今日の生涯学習の幅広い活

動の拠点として、広く町民に利用されている

ところであります。 

 この中でも、カルチャーセンター飛翔は、

旧鹿西町の町制40周年を記念して平成８年10

月にオープンし、フレンテ広場と呼ばれる直

径30メートルの円形の多目的ホール、338席

を備える大ホール、図書館、会議室を備えた

複合施設として建設されております。 

 また、同時期に、ふるさと創修館、ラピア

鹿島といった複合施設が完成されておりま

す。 

 次に、カルチャーセンター飛翔の利用人数

ですが、平成29年度は年間およそ1万5,000人

の利用がありましたが、ここ３年間の平均で

年間およそ5,800人と、会議室等の利用人数

は減少しております。 

 このことから、カルチャーセンター飛翔と

公園機能の有効活用を進めていくことが重要

であると考えております。 

 現在進めております道路公園包括管理等Ｐ
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ＦＩ事業につきましては、カルチャーセンタ

ー飛翔の大規模改修と周辺一帯を含めた屋内

遊具及び屋外遊具を整備し、子育て世代に数

多く楽しんでいただける施設を検討しており

ます。その際は、独特な特徴ある形態も配慮

した活用を行っていきたいと考えております

ので、ご理解をお願いいたします。 

 次に、２点目の若者に人気のある都市型ス

ポーツ、アーバンスポーツの拠点として、

県、さらに全国からの来訪者、関係人口の増

大を目指してはどうかについてであります

が、アーバンスポーツとは、ＢＭＸ、スケー

トボード、パルクールなどといった都市型ス

ポーツを言い、日々暮らしている都市を舞台

に繰り広げられるスポーツのことを言いま

す。順位を争うよりも、自らが楽しみ、仲間

や見る人たちも一体となって楽しむことが優

先され、観客もアスリートとともに楽しむこ

とができると聞いております。 

 2020年東京オリンピックでも注目され、若

い日本人選手の活躍を目の当たりにし、こん

な競技もあったのかと感心したことを記憶し

ております。 

 金沢市で、ゴールデンウイーク中の５月３

日から５日にかけ、忍者オリンピックと題し

て、金沢城公園にアーバンスポーツの大会及

び体験会を開催しております。パルクールや

ＢＭＸ、ブレイクダンス、３人制バスケット

ボールなどの９つの競技に親しみ、好評を博

したと聞いております。 

 また、小松市でも、小松ドームにおいて、

全天候型のサイクルスポーツ拠点として整備

する提案を受けたとも新聞報道で確認してお

ります。 

 県内外に広がりを見せるアーバンスポーツ

ですが、競技人口も競技によって少ないた

め、練習会場の確保、騒音、安全性の問題に

加え、指導者の確保が難しいなどの問題があ

ると聞いております。 

 そういった中でも、新しいものを取り入

れ、既存の公園を利用して民間の活力や提案

によりどのような形で実践できるか体制を整

えることが可能かを検討して進めてまいりた

いと考えております。 

 若者に注目していただける中能登町を目指

し、アーバンスポーツのイベント体験を行え

るよう前向きに取り組んでいきたいと考えて

おりますので、ご理解をお願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 三浦議員 

○１番（三浦克欣議員） アーバンスポーツ

について、もう少し取り上げてみたいと思い

ます。 

 その前に、ＰＦＩというお話があったんで

すが、この間、勉強会をしたときに、とても

段階的に時間がかかるというふうなことをお

聞きして、まず今のアーバンスポーツの話等

を取り入れながら計画的に進めていってほし

いなというふうに思います。 

 アーバンスポーツについて、もう少し取り

上げてみたいと思いますが、種目でいうと、

先ほど町長からもお話があったように、スケ

ートボード、パルクールという跳び箱みたい

なものをぼんぼん跳ぶやつですね。あとスポ

ーツクライミング。都会的な遊びのイメージ

から、東京オリンピックで先ほどお話があっ

たように正式種目になって、競技として認識

されておりますが、基本は遊びでありますの

で、先ほど町長がおっしゃったようなスポー

ツ本来の楽しいことを基本として、勝利にこ

だわらず、褒め合うこと、また、どこでもで

きるということが特徴としてあるらしいで

す。 

 なぜ私がアーバンスポーツを押すかといい

ますと、先ほど町長がおっしゃったように金

沢、そして石川県はアーバンスポーツのメッ

カを目指しており、町長がお話しした５月に

金沢城を会場に1,000人規模のアーバンスポ

ーツ大会、忍者オリンピックが開催されて大

盛況だったとのことでした。 

 その主催する方々と話をする機会がありま
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して、来年以降も開催していくが、金沢を中

心に別の拠点も探しておられるとのことだっ

たので、飛翔周辺の施設を紹介した経緯があ

ります。最高の施設環境で、雨天時も対応で

き、ＪＲの駅も近いとか、すごく魅力的だと

の評価を受けております。まずやってみるが

三浦のスタンスであり、来年度、中能登町と

して誘致できないだろうかという提案です。 

 スポーツセンターでいいますと、施設的に

とても利用価値があり、私もかつてサッカー

を指導しておりましたが、フットサル等の会

場としてとても人気があります。金沢でなか

なか会場が取れず、次どこへ行くかといった

ら、かほく市のアクロス高松に問合せをする

と。そこが駄目なら３番目にこのスポーツセ

ンターという流れがあるみたいです。 

 先日、この間の日曜日もお昼からすごい

200名ぐらいの方々がスポーツセンターで何

かやっていまして、見たら金沢ナンバーの車

がいっぱい並んでいて、後で聞いたら金沢の

ダンスの団体がさっき言った同じ順番でスポ

ーツセンターにたどり着いて、そこを利用し

ているということでした。でも、そこの来た

方は、多分そこが中能登町だとかそういうこ

とは全然多分興味がなくて、終わったらすぐ

帰っていく感じだったので、すごく何か残念

やなというふうに思ったんですけれども。 

 そういう意味で、カルチャーセンター、ス

ポーツセンター、芝生広場は、利活用を進め

る上でとても強みとなりますし、大きなチャ

ンスではないかと思いますが、いかがでしょ

うか。もう一度、ご答弁をお願いできますで

しょうか。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 先日も県庁へ武田先生とい

う北陸大学の先生ですね。先生が行かれて、

忍者オリンピックで金沢市の公園で５万人ほ

ど集めてされたという記事が新聞に載ってお

りました。５万人というのはすごいなという

感じがします。海外も含めて、これから年

間、そのときには７万人ほど皆さん来ていた

だいて、アーバンスポーツを盛り上げようと

いうことを聞いておりますので。 

 武田先生は、私も林議員もお世話になった

ことがありますので、ぜひまた一回、武田先

生のお話も聞いて、どういう形態にしていく

かということを聞いて、一回勉強もしながら

話をお聞きしたいなということを思いますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（笹川広美議員） 三浦議員 

○１番（三浦克欣議員） 何度か私、一般質

問をしておりますが、いつも研究課題としま

すというのが多かったんですけれども、今

回、少し手応えを感じた気がしまして、とて

もうれしく思います。 

 最初に、能登文化の発祥の地という話をし

ました。どこにでも自慢できるまほろばの里

において、温故知新、太古の昔から連綿と受

け継がれてきた文化を大切にしながら、アー

バンスポーツ等の新しい文化を取り入れて融

合して、新しい中能登のまちづくりに取り組

んでいければというふうに申し上げまして、

一般質問を終わります。 

○議長（笹川広美議員） 続いて、11番 甲

部昭夫議員 

  〔11番（甲部昭夫議員）登壇〕 

○11番（甲部昭夫議員） 最後の質問という

ことで、皆さんの質問を聞いておりました。

真剣に皆さん聞いおいでるし、答える答弁も

真剣でしたので、大変だなということを痛感

して、私も一生懸命質問をしてみたいと、そ

ういうふうに思います。 

 まず、七尾線の能登部駅及び駅前周辺整備

についてということで、これは通告に基づい

ているんですけれども、能登部駅及び駅前周

辺の整備というのは、昔、もう５年もたつと

思いますが、トイレの話からこういうふうな

話に進んでいっていると思います。 

 駅舎の改築やリニューアルの予定はという

ことで、初めに、ＪＲ七尾線の能登部駅は、
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県立鹿西高校の生徒が通学のための利用を中

心として、多くの皆さんが利用されていると

思います。また、駅から行政サービス庁舎ま

で歩いて行き来もできるため、駅を利用し庁

舎を訪れる方も以前よりは増えているのでは

ないかと思います。 

 しかし最近では、駅のホーム内にあった待

合室が撤去されて、能登部駅庁舎の建物自体

や照明設備なども老朽化が進んでいることか

ら、町や地域の玄関口として、印象はいささ

か暗く感じられるとの声も聞かれます。 

 昨年には併設するトイレが改修されました

が、ＪＲへも要望をしていただくなど、今

後、駅舎をリニューアルしたり、あるいは全

面的に改修をしたりなど、駅舎整備はどのよ

うに考えているのか伺います。 

 伺う件がもう２つありますので、続けて読

んでいきますので、お伺いしますので、後で

まとめて答弁をいただければ結構です。 

 駅前周辺整備構想の進捗状況について。 

 次に、２点目は前杉本町長の時代に示され

た能登部駅前整備構想についてであります。

この構想は、コロナ禍が始まった頃、議会に

示されて以来、一般質問において、私やほか

の議員から何度かただしてきました。 

 その後、農協鹿西支店も移転し、更地とな

って時間もたっていることも踏まえて、以前

の質問では、地権者や関係機関との協議を行

うとの答弁であったと記憶しておりますが、

現状においてはどのように進捗しているか、

お伺いいたしたいと思います。 

 庁舎のアクセスなど利便性向上対策につい

てという項目で、３点目になりますが、能登

部地区と徳丸地区、一部下区も入るんです

が、重伝建保存地区の選定も見据えて、さき

の質問と関連し、能登部駅前周辺整備と併せ

た道路の整備、あるいはＪＲと接続する路線

バス、コミュニティバスなど公共交通全体量

利便性向上に結びつけ、にぎわいの拡大や地

域経済活性化につながる構想や対策につい

て、今後どのような方向で考え、進めていこ

うとしているのかをお伺いいたします。 

 以上、１項目３点について、取りあえず答

弁をお願いしたいと思います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 ＪＲ七尾線能登部駅及び駅

前周辺整備についてのご質問にお答えしま

す。 

 まず、駅舎の改築、リニューアルの予定に

つきましては、ＪＲ西日本七尾鉄道部に問い

合わせたところ、駅舎の改築やリニューアル

について具体的な計画はないとのことでし

た。 

 全国の事例を見ても、ＪＲが整備する場合

は、改札機と券売機を置く最低限のスペース

での整備にとどまっております。待合スペー

スやにぎわい施設などを整えた駅舎整備は、

自治体や地元企業などがＪＲから土地を譲り

受けて実施するケースがほとんどのようであ

ります。 

 町内の駅舎についても、金丸駅では平成19

年度に国土交通省補助のまちづくり交付金を

活用し、町営住宅整備とともに実施し、能登

二宮駅は平成４年に夢おりもの展示館として

町単独事業として整備を行っております。 

 このことから、今後、地域のご意見も聞き

ながら研究を重ねてまいりたいと考えており

ますので、ご理解のほどよろしくお願いをい

たします。 

 次に、２点目の能登部駅前整備構想の進捗

状況について伺うと、３点目の行政サービス

庁舎へのアクセスなど利便性向上対策につい

て伺うにつきましては、関連のため併せてお

答えをします。 

 この質問は、昨年６月及び令和２年10月定

例会においてもお答えしておりますが、この

構想は、令和元年度に能登部駅前広場等基本

構想において、一体的な周辺整備の方針によ

り策定をしております。 

 町では、行政サービス庁舎を含む能登部駅
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周辺の道路や公共交通機関の利便性の向上な

ど、基本構想の方針に基づき関係機関との調

整を継続しておりますが、社会情勢も大きく

変化していることや、利用実態の把握と将来

の利用推計、さらには町有地の利活用など改

めて事業効果の予測検討を踏まえた構想の見

直しが必要だと考えておりますので、ご理解

のほどよろしくお願いをいたします。 

 なお、伝統的建造物群保存対策事業につき

ましては、今後、選定に向けた地区への報告

と説明会を開催する準備を進めており、引き

続き機運を高める取組を進めてまいりたいと

考えております。 

○議長（笹川広美議員） 甲部議員 

○11番（甲部昭夫議員） 今ほど町長から答

弁をいただきました。ほとんど、こっちでも

言われることは想像しておりましたとおりで

したけれども、駅舎の改修やリニューアルの

予定はということで、前にも多くを聞いてお

りますけれども、結局、何もすることはでき

んということで、ほかの電気とか、例えば駅

舎の中のベンチとか、そうしたものがあるば

かりに、第三者、関係ない人が出入りすると

いうようなこともあるらしいんです。 

 それで、外灯がかなり暗いらしいんです。

トイレの電気はついております。この間、見

てきました。ちょうど真向かいの電気も、町

のやつでいいのについています。だけど、あ

っちのほうとこっちのほうの一部にはついて

いないところがありますので、これが暗い印

象を持っておると思います。 

 駅ですから、どこでも玄関口ということ

で、明るくしておくというのは一番いいわけ

で、できましたら、何もできんし、ご理解を

お願いしますと言っているだけでは駄目なの

で、何か明るいような方法で、ひとつまたし

ていっていただけないかと。そういうことを

第１問目にはお伺いしたいと思います。 

 もう一つ、杉本町長時代にこういう発想が

ばんと出まして、地域の人、町長の地元、徳

丸、我々の上区、下区の一部、あの当時は大

変なにぎわいでした。甲部さん、あんなもの

ができるんやね、どんなになるがいね、いつ

できるがいねというような話が、毎日のよう

にそういう話をしてくれる人がおりましたけ

れども、それは今日明日にはできんけれど

も、こういう構想であるということから、そ

う言い言いおって、もう既に５年ぐらいたっ

ているのではないかと思うんです。あれは30

年だったと思うんです。そういう話をしたの

は。違っておったらごめんなさいだけど、５

年ぐらいたつと思っております。 

 そういうような形で、だんだん進んでいく

んじゃなしに、だんだん暗い話になっていっ

てしまって、いまだそういう話をする人もお

らんということで、寂しいことやなと､そう

いうふうに思っておるんですけれども｡ 

 重伝建の問題にしても、あの当時、ここに

おる皆さんはみんな知っておいでると思いま

すが、上村でいえば丹後邸のあれも一生懸命

そういうことで、重伝建に関連して直した

り、そういうようなこともありました。私ら

も楽しみにして、そういう将来を見据えて頑

張っておったわけですけれども、一つもそう

いうような進歩がなく、そのうちに何か違う

事業の話になっていってしまって、そっちの

ほうは置いてけぼりというような感じすら見

えるような状況になりました。 

 今後こういうものに関しては、宮下町長は

どのようにてこ入れしていくのか、その辺も

うちょっと明るいような話があるのなら、町

長の気持ちをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 重伝建の話が出ましたが、

本年度しばらく、青写真はできましたが、冊

子もできておるんですが進捗状況が悪かった

ので、はよやらんかいということで、１か

月、２か月ほど前、ちょっとハッパをかけま

した。 

 それをしていかないと、私の思いには、丹
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後邸とか何千万もかけて直したということが

あります。それがもったいない。あれを本当

に活用して、金沢大学と包括支援を結びまし

たし、いろんなスタートが丹後邸から切られ

て、金沢の大学生がまちづくりをして、重伝

建の町を歩いて中能登町を行くという構想も

出ておりますので、その辺をしっかり検証し

まして、できるだけ、これから地域に出向い

て皆さんにお話をして、話は進んでいるので

すが、ちょっとストップしておったような状

態でありますので、これを早急に話を進め

て、何年か後には重伝建の指定を受けたいな

ということを思っております。 

 そのときは、にぎわいを取り戻すために、

駅舎も少しは直さんなんかも分かりません。

それは能登部駅について、必ず重伝建を取れ

ば観光客が来ますので、間違いなく来ますの

で。それはどれぐらい来るか分かりませんけ

れども、観光客は重伝建というのは回って歩

く人がたくさんおいでるということを聞きま

すので、これを一刻も早く進めて、町として

国にまた要望するなり、私もまた史跡という

かそういうところの県の会長をやっているも

のですから、またお願いに行きまして、何と

か早く重伝建の認定を取りたいと思います。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 甲部議員 

○11番（甲部昭夫議員） 私も忘れんうちに

お聞きしますけれども、こうしていると頭か

ら忘れてしまって、ありゃありゃとなるもの

ですから。 

 重伝建の件で一つお聞きしたかったのは、

これは行政の皆さんに聞いた、そんなんじゃ

ないんですが、馳知事と町長が話をしたら、

非常にいいような感じで、重伝建は力を入れ

ないかんというようなことを言われたらしい

というようなことをお聞きしました。それだ

け知事が力を入れておるのなら、これはチャ

ンスだなと。丹後邸を利用して、まずできる

ことからやっていけばいいなと、そういうふ

うに思っておりますので。 

 この線はそれ以上のことは私も分かりませ

んので、遠い雲の下から聞いた話ですから、

それがもし本当とすれば、宮下町長の力でそ

の辺を進めていっていただきたいなと、そう

いうふうに思います。 

 もう一つは、能登部駅へ戻りますけれど

も、能登部駅のかいわい、農協とはどんなよ

うなこと。これも人の話ですけれども、農協

さんは、でかいのをあそこで建てるというよ

うな話も聞きました。そういうようなことに

なると、今現在の敷地と、今の行政庁舎の借

りている農協との関連、そうしたもののつな

がりというのはどういうことになっている

か。 

 これもやはり皆さんが、そんなんになった

らあれはどうなるがいやというように聞かれ

る方もおいでますので、その辺をひとつ分か

りやすく、言われる範囲で結構ですが教えて

いただければ、我々もまたこうして議員の一

人として説明ができるチャンスがあると思い

ますので、差し支えなかったら、町長、説明

をしていただきたいと思います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 駅前構想のとき、私も議員

をしておりましたので、杉本町長が能登部駅

前開発ということで構想を立てられました。

本当は駅前開発というのは、例えば七尾線は

本当は何万人か、１万人か２万人ぐらい乗客

がおれば、それは開発、ＪＲもしてくれる可

能性があります。ただ、今4,000人を切って

いるというところで、物すごく、これからま

たＪＲが何らかの形で、いろんな面でどうす

るか。例えば電車の時間帯を減らすか、本数

を減らすか。そういうところの瀬戸際におる

ものですから、その辺、難しい点はあります

が、駅前開発というのは、いまだ七尾線に対

してはどこの駅も多分できないということを

感じます。 

 ただ、今言った電気をＬＥＤ化にすると
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か、そういう何かをするということは可能か

も分かりませんが、その辺一回、また町のほ

うでも検討して。 

 基本的には、能登部駅の農協があったとこ

ろ、あれを壊して、あれをロータリーにし

て、高浜から来るバスのロータリーとして、

あそこで回転するようなロータリーというこ

とを考えていたらしいんですが、その必要も

今はなくなりまして、農協が行政サービス庁

舎へ行ったということで、行っておりますけ

れども、ただ、あの辺は空き地になっており

ますので、甲部さんの息子さんにぜひ、どこ

か千葉のほうですごい仕事をしておいでると

いうことをお聞きしますので、金丸のほうで

もそういうまちづくりをやっておいでるとい

うことなので、何かそういう妙案がありまし

たら、また息子さんにもお聞きしたいなとい

うことを思います。 

 なかなか駅前開発では、多分、乗車率の問

題がありまして、普通の大阪とか東京だった

ら、みんなＪＲなり、例えば京阪電鉄や阪神

電鉄が駅前開発をするわけですが、人がおら

ないばかりになかなか七尾線では開発は難し

いということを感じます。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 甲部議員 

○11番（甲部昭夫議員） 今ほど町長に答弁

いただきました。私も何も言うことはない。

とにかく宮下町長とは昔から議員仲間で仲よ

くさせていただいてきた仲でもありますし、

何しろ今の宮下町長には、中能登町を頑張っ

て盛り上げていただきたいと。そのためには

我々もできるだけの協力をしたいと。どんな

協力ができるかは別として、気持ちの上では

一生懸命協力をしたいと。そんな気持ちでお

ります。 

 町長、そういうようなことも含んで、町の

ことも考え、町民のことも考えるのは大変だ

と思いますが、頑張ってやっていただきたい

と思います。 

 ありがとうございました。 

 

 ◎散   会 

○議長（笹川広美議員） 以上で本日の日程

は終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会します。 

 ご苦労さまでした。 

           午後４時17分 散会 
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           午前10時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（笹川広美議員） ただいまの出席議

員数は11名です。 

 本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 

 ◎一 般 質 問 

○議長（笹川広美議員） 日程第１ これよ

り一般質問を行います。 

 あらかじめ申し上げておきます。一般質問

について、各議員の持ち時間は60分間であり

ますので、守っていただくようお願いいたし

ます。また、通告以外の関連質問は控えてく

ださるようお願いいたします。執行部におか

れましては的確な答弁を求めておきます。 

 それでは、発言順に質問を許します。 

 12番 坂井幸雄議員。 

  〔12番（坂井幸雄議員）登壇〕 

○12番（坂井幸雄議員） せっかく与えられ

た時間でありますので、質問させていただき

ます。 

 いい答弁を期待しておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 まず最初に、関東なかのと会の開催につい

てでございます。 

 コロナで開催が危ぶまれておったわけです

が、今年の秋頃、10月か11月頃に開催できる

らしいので、この件に関して町長の出席がで

きるかどうかお伺いしたいと思います。 

 それと、今までの経緯を申しますと、これ

は東京とりや会であります。このスタッフが

いろいろとお世話して、今、関東なかのと会

になっておるわけでございますが、これは前

回のときの出席者のあれでございます。この

関東なかのと会の横断幕は、町から寄進して

もらったそうでありますので、このときは杉

本栄蔵さん、また宮下町長も出席でありまし

て、大体55人ほどの出席だったと思うんで

す。そのうちに学生さんが５人出席しておる

わけでございますが、これも一つのふるさと

のつながりとして大切でないかという思いが

ありまして、関東なかのと会に、町長は忙し

いでしょうがご出席をお伺いしたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 改めて、おはようございま

す。 

 関東なかのと会についてのご質問にお答え

します。 

 まず、町として支援策の一助として総会等

に参加する意思はあるかについてですが、期

日が確定していないということから、この場

で確約はできませんが、調整が可能であれ

ば、ぜひ参加をさせていただきたいと思いま

す。 

 私も議長のときに、第１回目の関東ふるさ

と会ができたということで参加をさせていた

だきました。当時、坂井さんがお世話をいた

だいて、鳥屋地区のお名前は忘れましたけれ

ども、その人のおかげでなりました。そして

現在、事務方をやっている人が旧の鹿西町の

人で、酒井さんという方で、かめや電器とい

う電気屋さんを知っておいでるか分かりませ

んけれども、その前に酒井さんというお宅が

あります。そのあんちゃんが事務局をしてお

いでまして、毎年トレイルランに走りに来て

いただいております。 

 彼は第１回目からずっとトレイルランに来

ていただいておりますので、私もたまに、こ

っちへ帰ってきてリモートで仕事をしておい

でる方です。お母さんしかいないもので、こ

っちへ来て、半月ぐらいこっちでリモート会

議をしながら、また帰って、東京へ行って仕

事をしているという繰り返しをしているお方

です。 

 その人も、この間も出会いまして、ぜひ関
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東なかのと県人会をぜひしてくれということ

をお話ししましたので、可能な限り調整がで

きましたら私も参加をさせていただきたいと

思います。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 坂井議員 

○12番（坂井幸雄議員） 町長も忙しいです

けど、できるだけ時間をつくって出席してい

ただきたいと思います。 

 このふるさと会でありますが、その会員の

方も含めて、いろいろとふるさと応援基金を

募金していただいておるわけでございますの

で、平成４年のふるさと会の応援基金のトー

タルは幾らほどいただいているか、お知らせ

願いたいと思います。 

○議長（笹川広美議員） 高名参事兼総務課

長 

  〔高名雅弘参事兼総務課長登壇〕 

○高名雅弘参事兼総務課長 それでは、坂井

議員の再質問にお答えをいたします。 

 関東方面からのふるさと応援寄附金が幾ら

あったか、そういったことかなというふうに

聞いておりましたが、昨年度、令和４年度で

すが98件ございました。金額としては278万

5,000円です。ちなみに全体ですが、224件の

678万1,000円ございました。 

 実は件数につきましては、令和３年度が実

は89件でありましたので、件数自体は増えて

おりますが、金額が令和３年度は286万4,000

円でしたので、金額は減少しております。 

 そういった形で、やはり関東方面にも町長

のほうに行ってもらいながら存続のほうをお

願いしていかなければならないかなというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 坂井議員 

○12番（坂井幸雄議員） 高名参事からの答

弁がありましたように、ふるさとを思う心は

大変大切だと思います。それで、その内訳を

行政一般に使えるとか、健康に生き生きした

まちづくりをつくるとか、地域の生活に健康

である地域生活の健康に使えるとか、そうい

う項目がありますので、できるだけ、ふるさ

とを思う心の意思を継いで町民のために頑張

っていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 次に行きます。 

 民間住宅の耐震の促進についてでございま

すが、町では民間の住宅の耐震の制度はどの

ようになっているか。それと合わせて、耐震

化の啓発をどのように推進しているか。ま

た、耐震化の制度の拡充に関してどう考えて

いるか。また、補助金の増額ができるか。そ

ういう思いでありますので、ひとつよろしく

お願いいたします。 

 実は、私も15年前に能登半島の地震があり

まして、そのときに防災士になりました。こ

れはそのときの防災士の認定であります。こ

のことに関して、できるだけ地震に対する対

応ということでありますので、その当時、私

は防災士でありますので、各家庭に食器棚の

転倒、また家具の転倒などを思い、その対策

に対して町民ができるだけ地震に対する対応

をできるかという思いでありまして、その当

時の家具の転倒の防止の柵ですが、このよう

な柵が売っておりました。これと下のほうの

これと合わせて転倒を防止すれば家具、食器

棚の転倒が防げるんじゃないかという思いが

ありまして。この転倒は12年前にありまし

て、これを幾つか自分の家で食器棚の転倒防

止に使っております。それで、推進するため

に、昨日、量販店へ行ってきました。これが

量販店に売っている転倒防止の箱でございま

す。これに２つ入っております。これを食器

棚とかタンスとか転倒を防止すれば相当の防

災ができるんじゃないかという思いがありま

して、昨日、量販店に行って買ってきまし

た。十何年前と同じ構造であります。金額に

すれば、２本入りで2,280円でありますので1

本1,000円弱だと思います。地震の対応のた
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めに、ぜひとも対応にこの突っかい棒をすれ

ばいいんじゃなかろうかという思いがありま

して。防災士でありますので、できるだけ被

害のないようにという思いがありまして行っ

てきました。 

 もう一つ、地震に関しての広報ですが、22

年の8月頃ということで、「「いざ」という

時、行動できますか」という特集がありま

す。これは広報８月号でありますが、ここに

「「いざ」という時、行動できますか」とい

うことでありまして、この突っかい棒もここ

に入っております。できるだけ家具の転倒並

びに頭が一番大切でありますので机の下に隠

れるとか、そういう行動を取っていただきた

いと思います。 

 それと、能登半島地震のときに、防災士で

ありましたので、私と高名さんと何件か、罹

災証明の確認に行ってまいりました。数十件

だと思いますけれども行ってきました。良川

の北のある家では、茶の間の梁が崩落してお

ったわけであります。そんな茶の間の梁の崩

落というのが何件もありました。地震でずれ

て、つながりが外れて、駄目になったような

あれです。 

 今の珠洲の５月５日の地震でも、震度５強

ということで大変な被害を受けております。

これに関して、地震に対する意識をもう一度

町民の方にも認識していただければ幸いかと

思います。 

 それと、５月５日の地震が５強ということ

でありまして、その何時間後にも５の地震が

起きます。珠洲は大変でありますが、県も国

もいろいろと災害に対する補助金を上げて元

気になってほしいということでありまして、

できるだけ復興に力を注いでいただきたいと

思いますし、当町も地震に対する対策をでき

るだけ万全にやっていただきたいという思い

がありまして、当町の地震に対する対策とし

てはどのような対策があるか、お知らせ願い

たいと思います。 

 それから、耐震化制度が普及しております

が、民間の耐震調査などもなかなかできない

わけでございますが、今後、耐震化に対する

町の対応をどのように考えておられるか。ま

た、補助率を少しずつ上げればどうかという

思いがありまして、この質問でやっておりま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 民間住宅の耐震化の促進に

ついてのご質問にお答えします。 

 まず、１点目の町での民間住宅の耐震化に

対する制度はどのようなものがあるかであり

ますが、町では、中能登町耐震改修促進計画

を平成19年に策定し、この計画に基づき、昭

和56年５月31日以前に建築した旧耐震基準の

建築物を対象に、耐震改修工事等の補助金を

交付しております。この補助金では、１つ目

に、建築物の安全評価のために行う耐震診断

の経費として費用の３分の２、上限12万円。

２つ目に、耐震診断の結果に基づく耐震改修

工事を行うための耐震設計の経費として費用

の３分の２、上限20万円。３つ目に、耐震設

計に基づき行う耐震改修工事の経費として１

棟当たり上限150万円の補助金をそれぞれ交

付しております。 

 この耐震診断、耐震設計、耐震改修工事を

行うことで、民間住宅の耐震化が図られるこ

とになります。 

 次に、２点目の耐震化制度普及啓発の現状

はどうかについてでありますが、町では、毎

年数回、住まいの耐震化相談会として、住宅

の耐震化の補助制度や必要性を説明する相談

会を開催しております。また、町広報紙やホ

ームページにも耐震化補助制度を周知してお

ります。 

 しかしながら、民間住宅の耐震化について

は、まだまだ周知不足でもあると思いますの

で、今後は様々な媒体を使用し、創意工夫を

して、広く町民へ発信をしていきたいと思い
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ます。 

 ５月５日に珠洲市を中心にした地震におい

て数多くの住宅に被害が発生したと確認して

おります。住宅の耐震化を図ることで命を守

ることができますので、町民の皆様におかれ

ましては、命を守るため、対象となる建築物

があれば耐震化の補助金を活用していただけ

ればと思います。町としましても、安全な住

居の確保の一助となるよう民間住宅の耐震化

の普及啓発に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 次に、３点目の今後、耐震化の制度の拡充

策をどう考えているか。また、補助等の拡充

についてであります。 

 町の耐震化改修工事の補助制度は、建物全

体で構造耐震指標が1.0を超える耐震改修工

事を行うものが対象となり、部分的な耐震改

修工事は対象となりません。町の住宅は都会

と比べ大きな住宅が多いことから、耐震改修

工事は補助金150万円以内では収まらず、持

ち出しの資金を準備する必要があることも耐

震化が進まない理由の一つであります。 

 そのような中、段階的耐震改修制度を取り

入れる市町もあります。この段階的耐震改修

というのは、例えば第１段階で日頃から生活

している１階部分の耐震改修を行い、大地震

が起きた場合でも命を守ることができます。

その後、資金が準備できた際に第２段階とし

て２階部分の耐震改修を行います。 

 このように段階的耐震改修の制度を取り入

れることにより、少しでも多くの方が耐震改

修補助を申請できるようになりますので、今

年度、補助金交付要綱を見直し、耐震改修補

助の拡充を図っていきたいと考えておりま

す。 

 また、耐震化の補助率につきましては、石

川県の19市町において耐震改修工事の補助制

度は存在しております。補助金額の大きい

200万円の補助が２つの市、160万円の補助が

２つの市、それ以外の市は150万円となって

おります。中能登町は150万円の補助であり

ます。 

 こちらにつきましても、来年度から200万

円の補助制度として補助金交付要綱の見直し

を検討したいと考えておりますので、ご理解

をお願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 坂井議員 

○12番（坂井幸雄議員） 耐震に対する補助

金をいろいろと考慮していただいて、ありが

とうございます。命に関わる地震の対応であ

りますので、できるだけ補助金を使って耐震

構造をしていただきたいという思いがありま

す。 

 それで、さっきのあれでございますが、食

器棚やタンスはさっきの突っかい棒で十分で

ありますが、大きな天井の高いものは、この

ようなワイヤーですればいいんじゃなかろう

かという思いがあります。これは小さいです

けれども、テレビなんか転倒する場合には、

後ろを開けてこれで縛ればかやらないという

思いがありますし。さっきの突っかい棒は、

ある程度の天井の限定的な家に利用できます

けれども、旧の家方はなかなかが天井高いも

ので、そのような対応はできないと思います

ので、針金等、このようなもので縛れば十分

転倒は防げると思いますし、また万が一の場

合は、こんなライト。小さいんですけど、あ

ればいいのではなかろうかという思いがあり

まして、防災士にいただいたライトですけれ

ども持ってきました。 

 テレビを見ておられる方は、地震はいつ起

きるか分からないし、おったら命に関わる問

題でありますので、できるだけ対応して命を

守ってほしいという思いがありまして、でき

るだけ対応していただきたいと思いますし、

いろいろと補助金も上乗せしていただいて、

それに対応していただければいいんじゃなか

ろうかという思いがあります。 

 民間の耐震についてはこれで終わります。 

 その次に、空き家バンクに登録されている
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方は何人かおられると思うんですけれども、

空き家バンクに登録されていて、空き家にす

るときに、大きな仏壇などはどのような処理

をするか。大抵、空き家にする方は都会のア

パートかマンションへ行かれておるわけでご

ざいますが、先祖の仏壇をどのような対応を

指示しているのか、併せてお聞かせ願いたい

と思いますし、それから、空き家に対する振

興策はどのようなものがあるのか、併せてお

願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 坂井議員、通告の

項目、全て質問していただきたいと思いま

す。 

○12番（坂井幸雄議員） 空き家の公共施設

の対応ということでありますし、また、空き

家バンクがあった場合はどのような対応をす

るかということでありますので、空き家に対

する対応は町がどのようにするか、お聞かせ

願いたいと思います。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 まず、１点目の町内の空き

家の状況についてお答えします。 

 平成28年度に実施した町内の空き家実態調

査におきまして、町内に存在する空き家はお

よそ900件で、うち140件程度が中規模から大

規模な修繕や解体が必要であると調査報告を

受けております。 

 一方、売却、賃貸の期待性が高い空き家等

は、およそ90件となっております。 

 空き家の利活用につきましては、現在、中

能登町は空き家バンクを運営しており、平成

20年度から運用を開始して以降、今年５月末

時点で累計144件の空き家物件を登録し、う

ち80件の契約が成立しております。 

 町では、ホームページに空き家バンクの登

録情報を公開しております。また、年に一

度、空き家バンク制度のチラシを固定資産税

の課税関係案内文書の発送に同封し、空き家

所有者に対し周知をしております。 

 また、区や町内会に対する中能登町空き家

等情報登録促進奨励金制度がありますので、

区長や町内会長にも周知をしております。 

 このことから、今後も空き家所有者や各地

区に働きをかけ、空き家のさらなる登録件数

の増加促進を図るよう情報発信に努めてまい

りますので、ご理解のほどよろしくお願いを

いたします。 

 次に、２点目の空き家公共施設の対策につ

きましては、基本的に耐震性がない施設につ

いて取壊し等の活用方針を決めて、計画的に

取壊しをしていく予定としております。現

在、財産管理活用プロジェクトチームにおい

て、空き家公共施設の活用方針につきまして

も協議をしているところであります。 

 なお、旧鹿島庁舎の取壊し工事につきまし

ては、来年度の実施を予定しており、解体工

事に係る国庫補助金の申請手続を進めている

ところであります。これに伴う工損調査等の

経費を９月議会に計上を予定しておりますの

で、ご理解のほどよろしくお願いをいたしま

す。 

 最後に、３点目の空き家の今後の対策につ

きましては、中能登町空き家等の適正管理及

び活用推進に関する条例をはじめ、関連する

国の条例、中能登町空き家等対策計画に準じ

て行うこととしております。 

 中能登町空き家等対策計画につきまして

は、大きく２つに大別されております。一つ

は、空き家等の利活用に関するソフト対策と

して空き家バンク制度があり、窓口担当課は

企画課としております。もう一つは、管理不

全な空き家等に関するハード対策であり、窓

口担当課は土木建設課となっております。 

 現在の仕組みは、空き家の解体、改修に対

する補助要件として空き家バンクへの登録が

必須であり、かつ賃借、売買などの契約が当

事者間で成立したもののみ町からの補助金が

交付されることとなっており、空き家バンク

を利用しないで管理不全な空き家等を解体し

たいなどの要望に係る補助金制度は町には現
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状ありません。 

 しかし、このような現状では管理不全な空

き家等が増加するおそれが予見され、安全・

安心で住みよい住環境が損なわれることか

ら、今年度、空き家等対策計画を全面的に見

直すこととしております。特に管理不全な空

き家等につきましては、次年度より国の補助

金を活用し、該当する空き家の危険性、緊急

性などを調査した上で、要件を満たす物件に

ついては取壊しに係る補助金を交付する制度

を創設する予定であります。 

 また、空き家バンクにつきましても、登録

しやすい要件を設定し、バンク登録を増やす

ことで移住者などの利活用を促進することを

検討します。 

 当町の今後の人口につきましては、皆様も

御存じのとおり減少する可能性が高いことが

予想されておりますが、管理不全な空き家等

を少しでも減らす一方、空き家バンクの登録

を増やすことで移住者等の増加を促し、安

心・安全で住みよい住環境整備を図り、健全

なまちづくりの一助となるよう進めてまいり

たいと考えておりますので、ご理解をお願い

いたします。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 岩田企画課長 

  〔岩田 正企画課長登壇〕 

○岩田 正企画課長 坂井議員の仏壇等の処

分についてという質問がございましたので、

説明させていただきます。 

 空き家バンクを通して空き家等の売買契約

または賃貸契約が成立した際に、家財道具等

の処分費に対して奨励金を交付しておりま

す。その場合は、空き家の所有者もしくは入

居者、次に入る方がいずれか、どちらかが１

回に限り15万円を上限に交付しておりますの

で、そちらで先ほど言った仏壇等の処分をし

ていただければと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（笹川広美議員） 坂井議員 

○12番（坂井幸雄議員） 空き家は、確かに

ふるさとを離れた人の家が空き家になってお

るわけでございますが、都会へ出た人は、自

分の家はどうなるか、仏壇も放ってどうなる

かという思いがありますので、できるだけ対

応していただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

 これで終わります。 

○議長（笹川広美議員） 続いて、６番 古

玉いづみ議員。 

  〔６番（古玉いづみ議員）登壇〕 

○６番（古玉いづみ議員） ６番 古玉いづ

み、一般質問を始めさせていただきます。 

 今回、私は、町の環境問題に関して２つの

質問をさせていただきます。 

 まず１つ目、地域猫問題の解決に向けて。 

 家には９年半前に引き取った保護猫がいま

す。今回、私は、地域猫活動、一般的にＴＮ

Ｒというんですが、それに携わっているボラ

ンティアの方々からお話をお聞きする機会が

あり、とても人ごととして見過ごせないとい

うような思いになりました。 

 そして、現場を見させていただきまして、

地域の課題として何とかしなくてはいけない

という思いになり、今回このトピックを取り

上げさせていただいております。 

 この地域猫ですが、野良猫と違い、聞き慣

れない方も多くいらっしゃるのではないかと

思います。 

 改めて整理しますと、野良猫とは、屋外で

生活している特定の飼い主のいない猫のこと

です。この野良猫は、飼い猫が捨てられて野

良化したり、捨て猫が繁殖することによって

増えていきます。人間の無責任な行動が原因

となっているケースが多々あります。 

 そして地域猫とは、このような野良猫がこ

れ以上繁殖して増えないように、先ほども言

いましたＴＮＲ、Trap、捕獲、Neuter、不妊

去勢手術、そしてReturn、返還する。そし

て、その後もともといた場所に猫たちを返し
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て、ボランティアさんや地域の方々によって

管理されている、そういった猫のことを地域

猫と言います。 

 その印として、耳先にＶの形のカットを入

れて、その形が桜の花びらに似ていることか

ら、さくらねことも呼ばれています。最近ポ

スターで、ハローキティとかで耳がカットし

てある猫の写真を見るんじゃないかなと思い

ますし、あと私も最近これを勉強して知った

んですけれども、妖怪ウォッチのジバニャン

も実はさくらねこだということを初めて知り

ました。 

 この地域猫ですが、きちんと不妊去勢手術

を行って地域へ戻すこの活動は、犬猫の殺処

分ゼロを目指す環境省も推奨しております。

また、石川県でも動物の愛護及び管理に関す

る条例が昨年の令和４年４月に施行され、来

年春オープン予定のいしかわ動物愛護センタ

ーが津幡町の県森林公園内に、その理念を実

現するための場所として、ただいま建設中と

なっております。 

 人と動物が共生できる社会の実現へ向けて

取り組んでいく、そうした機運が高まってい

るのではないでしょうか。 

 そこで町内の現状ですが、野良猫が住み着

いて増殖し、その周辺で庭先や畑などにおい

てふん尿の被害の出ている箇所、そして捨て

猫が地域の方の庭先に入り込んで、そこで子

猫を産み落としている事例等、本当に猫問題

を抱えている地域が町内でも見受けられま

す。 

 地域の方は、そういった猫たちに外で御飯

をあげたり可愛がってくださっている、そう

いったケースもあるのですが、それが逆にご

近所トラブルへとつながっていることも少な

くありません。実際に、増え過ぎた猫に頭を

悩ませて保健所へと連絡が行ったケースがあ

りますが、保健所は現在、殺処分ゼロを目指

しているために、できることは、餌やりを無

計画にしている、そういった住民への口頭注

意のみとなっているのが現状です。 

 猫は生後６か月から妊娠可能で、妊娠期間

は約２か月。年に二、三回出産し、一度に４

から６匹産むと言われています。単純計算で

生まれてくる６匹の子猫の半分を雌として、

１年間で１匹の雌猫から何匹ぐらい猫が生ま

れると思われますか。単純計算なんですけれ

ども、何と１匹から78匹に増えるという計算

になります。 

 野良猫はワクチン接種をしてないので、伝

染病の可能性も高まりますし、また不妊去勢

を行っていなければ攻撃的で家猫とのけんか

などのトラブルや繁殖へとつながり、不幸な

猫を増やすことになるのです。 

 そうした猫を少しでも減らす活動をされて

いるのがボランティアの方々なのですが、一

番の効果的な方法とは不妊去勢手術を猫に施

すことです。簡単に手術してしまえばいいと

言いましたが、そのためにはその猫を捕獲し

なければなりません。私も捕獲の様子を見せ

ていただきました。ボランティアの方々とい

うのは、お世話をしてくださっている方、そ

してまた猫に警戒心を抱かせないために何度

も何度も根気よく現場に通って、なぜ避妊去

勢手術が必要なのか地域の方に分かっていた

だき、そして双方の心のガードを取り下げて

から捕獲して、ボランティアの方々が自費で

手術を行ってくださっています。 

 本当に捕獲一つ取っても物すごく骨の折れ

る作業です。手術費用も動物病院によって異

なりますが、五、六千円から４万円ほどまで

と性別によっても幅広くなっています。その

費用を自分の猫でもない地域猫にボランティ

アの方々が自費で皆さん施しておられるとい

うのが実際の現状となっています。その目的

は、ただただこの世に生まれてきた猫たちに

幸せな生涯を送ってもらいたい、この一心な

んです。 

 県内では自治体によって、この手術費用の

助成金が支給されているところがあります。
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というよりは、支給されていないところのほ

うが少数派となっております。私の調べた限

り、県内19市町のうち11の市町で助成が行わ

れており、直近では宝達志水町でもこの６月

定例会議の補正予算において、この助成金が

議案に組み込まれているそうです。 

 助成金額はまちまちなんですが、一番高額

なかほく市では雄6,000円、雌１万円の手術

助成が受けられることとなっています。お隣

の七尾市や羽咋市でも、この４月から助成が

スタートしました。こういった地域において

ボランティアで猫を保護し手術を施してくだ

さっている方が今まで全額自費だったので、

大分助かっているそうです。 

 県でスタートした、去年、条例が施行され

た動物の愛護及び管理に関する条例、やっぱ

りこの機運が高まっていて、近隣市町でもバ

ックアップをする助成が広がっているのでは

ないかと思います。 

 このような現状を受けて、今後この地域猫

問題の解決に向けて２点で町長に伺います。 

 １点目、この課題に関しての町の認識はど

うなのか。そしてまた実態把握を行っている

のかどうか。 

 ２点目、近隣自治体のように避妊去勢手術

の助成を行ってはどうか。 

 以上２点でお答えください。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 地域猫問題の解決に向けて

のご質問にお答えします。 

 まず初めに、実態把握を行っているのかに

ついてでありますが、町が自ら実態を把握す

るまでの調査は行っておりませんが、町や石

川県能登中部保健所福祉センターに苦情、相

談が寄せられた件数を実態の数とみなしてお

ります。 

 野良猫に餌をやる、さらに野良猫が子供を

産んで困っているといった相談は、能登中部

保健福祉センターや町に数件寄せられてお

り、その都度、町職員と能登中部保健福祉セ

ンター職員が合同で解決に向けた指導を行っ

ております。 

 その具体的な内容ですが、まず、責任を持

って飼う気がないのなら餌をやらないように

指導したり、また、野良猫の世話をするので

あれば、繁殖を抑制するための不妊去勢手術

を勧めたりする場合もあります。 

 次に、この課題に関しての町の認識はにつ

いてでありますが、議員言われるようなふん

尿の被害や地域の田畑を荒らすといった深刻

な事案はないものと認識しておりましたが、

先ほど議員の質問の中にあった保護猫活動ボ

ランティアをされる方に当町での活動状況に

ついて町担当職員がお話を伺ったところ、能

登中部保健福祉センターや町が把握していな

い野良猫問題で困っている方が少なからず存

在していることが分かりました。 

 環境省では、平成25年に、人と動物が幸せ

に暮らす社会の実現プロジェクトを立ち上

げ、人と動物が共生する社会の実現を目指し

ております。 

 当町においても、人と動物が暮らしやすい

まちづくりを進めていくために、飼い主のい

ない野良猫に対し、繁殖を抑制するための不

妊去勢手術を施し、地域に戻し、地域で世話

をし、一代限りの命を見守るといった地域猫

活動が有効かつ重要である。このような考え

におります。 

 こうした現状を踏まえ、２点目の近隣自治

体のように避妊手術の助成を行ってはどうか

の質問についてでありますが、議員の提案に

ついては私も賛成であります。現在、町とい

たしましては、不妊去勢手術に係る費用の一

部を助成することを考えており、担当課にお

いて文書交付案の作成に必要な調査検討を開

始するよう既に指示を出したところでありま

す。 

 そのような内容が決まり次第、議員の皆様

方にお示しをさせていただくこととしており

ますので、ご理解のほどよろしくお願いを申
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し上げます。 

○議長（笹川広美議員） 古玉議員 

○６番（古玉いづみ議員） 町長のほうから

大変うれしい前向きな答弁をいただけまし

た。 

 先ほども町長が言われたように、あまり町

民からはそういった苦情やお話が上がってき

ていないということなんですけれども、私も

実際にボランティアの方たちと話してみて、

初めて知ったことが本当にたくさんありまし

た。 

 中能登の皆さんというのは、すごく優しい

奥ゆかしい方が私も含め多いので、なかなか

皆さん声を上げられないんですよね。本当に

困っていることを困っていると言えない方が

たくさんいる。それが現状だと思いますの

で、こうやって私たち議員が地域に出向いて

皆さんの苦情、困り事を拾ってきて、こうや

って一つずつ解決していく。本当にそれが大

事だなと思いますし、少しでも不幸な猫ちゃ

んを増やさず、みんな一匹一匹が幸せな生涯

を送っていける、そういった町にしていきた

いなというのは本当に思いました。 

 コロナ禍を経て、世界中で癒しを求めた急

激なペット需要の増加が見られました。イギ

リスではペット産業協会の統計によると、

2020年から2022年にかけて、猫は何と60％も

飼育頭数が増加したそうです。1.6倍です。

しかし、インフレ率が11％を超える高水準と

なると、餌代や医療費の高騰により飼育放棄

が増加し、前年と同じ時期に比べ25％も飼育

放棄が増加したとの数字が出ています。 

 日本でも他人事ではありません。日本ペッ

トフード協会によると、コロナ前の2019年と

比較すると、2021年の新規飼育数は猫が24％

も増えて約49万頭増だそうです。その分、飼

育放棄数も増え、保護団体において保護数も

増加しているのが現状となっています。 

 重要なことは、責任を持ってペットを飼

育、管理していくこと。そして残念ながら野

良猫となってしまった猫は、これ以上増やさ

ないために手術して地域で温かく見守ってい

くようなサポートをしていくことだと思いま

す。 

 町長も今年の漢字としておっしゃられた

「命」は、動物であれ、自然環境の一部とし

て人間が管理、保護していく責任を負ってい

ると思います。ぜひ町民への動物愛護の精神

を育てるような働きかけ、そして人と動物が

共生していく社会に向けての啓発を期待して

いますと申し上げて、次の質問に移りたいと

思います。 

 町の環境美化推進を。 

 先般、クリーン＆グリーンデーにおいて町

内の清掃作業が行われました。私の地区では

子供はなかったので、自主的に子供と一緒に

ふだんの散歩コースのごみ拾いを行いまし

た。散歩コースといいますか通学路なので、

大きなごみはありませんでしたが、本当にた

ばこの吸い殻が多くて残念な気持ちになりま

した。大人にとっては足元でも、子供にとっ

ては目の前のごみなんですね。 

 中には、このクリーン＆グリーンデーでの

清掃活動で、本当に嫌になるような不法な投

棄やポイ捨てを目の当たりにし、せっかくの

町をきれいにする気持ちのいい日が嫌な日に

なったよと言っておられた方もいました。 

 また、以前より県道や国道などの大きな道

沿いや山間部に不法な埋立ごみなどが置いて

ある光景も度々目にします。特に家電製品な

どは処理費が発生するため、お金を払って処

分するくらいならと違法な置き去りを目にす

ることもままあります。 

 町内の小売業者とかのごみ置き場のすぐ横

に、私も何度か見かけたんですけれども、家

電製品、本人の名前まで入っているような家

電製品を平気で置いていかれるんですね。び

っくりするようなことを本当に目にします。 

 そうした中、町民の方から、この不法投棄

の現状について何か町としてできないものか
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相談を受けました。特にひどい山間部など

は、不法投棄禁止の立て看板などが掲示され

ておりますが、果たしてこれがどれほどの効

果があるのか。町が真剣に不法投棄は許さな

い、あってはならないことだという姿勢を示

して対策を進めていく必要性を感じ、３点で

町長に伺います。 

 １点目、町内における不法投棄に対する現

状と対策はどうなっているのか。 

 ２点目、町内をパトロールし、現場を発見

したら町へ連絡してくださることとなってい

る不法投棄監視員の方々の活動状況。そし

て、今現在は報告のみとなっていますが、さ

らなる権限付与などの活動の拡大についてお

考えなのかどうか。 

 そして３点目、石川県では平成18年から毎

年10月を不法投棄等防止強化月間と定めて、

お隣、富山県とともに不法投棄を防止するた

めの監視パトロールや路上検査等を行ってい

ます。なぜか県境である中能登町がこの対象

地域となっていないようですが、環境美化意

識を高めるためのポイ捨て禁止月間やポイ捨

て禁止条例制定など、町独自の取組をしては

どうかと考えますが、以上３点で町長に伺い

ます。 

○議長（笹川広美議員） 宮下町長 

○宮下為幸町長 それでは、町の環境美化推

進をのご質問にお答えをします。 

 まず、１点目の町内の不法投棄に対する現

状と対策についてでありますが、町内の不法

投棄の実績を申し上げますと、昨年度は10件

程度の相談がありました。品目別では家電製

品やタイヤが目立っており、そのほか空き缶

やペットボトル等のポイ捨てなどが多くあり

ます。 

 この情報は、不法投棄監視員、地元区長や

町民の方々からのものであります。悪質な案

件については、警察や県能登中部監視機動班

と連携し対処しているところであります。 

 次に、防止策として、２点目のご質問に関

連しますが、町が委嘱している不法投棄監視

員が４月から11月までの期間において月１

回、町内を４ブロックに分け、２人１組でパ

トロールを実施しているところであります。

監視箇所は、主に人目のつきにくい山間部の

県道や林道などを中心にパトロールを実施し

ております。 

 不法投棄自体が警察案件に係るもので、町

が監視員に対し権限を付与することは難し

く、役割としては状況調査、報告及び可能な

範囲で回収に協力をいただいているところで

あります。 

 最後に、３点目の条例制定など町独自の取

組はどうかについてお答えします。 

 町では、ポイ捨てに特化した条例はありま

せんが、平成16年に県が制定したふるさと石

川の環境を守り育てる条例に倣い、平成17年

の合併と同時に、中能登町生活環境の確保に

関する条例を制定し、既に同条例第15条にて

不法投棄の禁止をうたっておりますので、さ

らに特化した条例の制定までは現在のところ

考えておりません。 

 しかし、ご提案のポイ捨て禁止月間を策定

し、町民の皆様に対する様々な意識啓発をす

るなどの独自の取組は、住みよいまちづくり

には欠かせないものと考えておりますので、

検討させていただくとともに、これまでどお

りクリーン＆グリーンデーを通して皆様の意

識啓発を行ってまいりたいと思います。 

 さらに、不法投棄監視については、監視エ

リアを町内全域に拡大するなど、地元区長や

地元住民との連絡体制などを強化し、不法投

棄防止に取り組んでまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 古玉議員 

○６番（古玉いづみ議員） 今ほどの答弁の

中で、年間10件ほどの報告ということだった

んですけれども、実際は皆さん、私も各地区

の区長さんなどから聞いていますけれども、

仕方がないから、わざわざ上に報告するより
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もと、ご自分で処分されている方というのも

たくさんいらっしゃると思うんですね。不法

投棄されたごみというのは、その土地の所有

者が処分しなければいけないことになってい

るということですので、実際仕方がない、じ

ゃ自分のところで処分しようかというふうに

皆さん泣き寝入りされている方もたくさんい

らっしゃるというのが現実だと思うんです

ね。 

 そういった中で、ポイ捨て禁止月間、また

制定も前向きに捉えてくださるということで

すし、生活環境の確保に関する条例の中にポ

イ捨て禁止がうたっているということですけ

れども、多分、我々議員も町民の皆さんも、

そういったものがあるということも御存じな

い方がたくさんいらっしゃると思いますの

で、何が大事かというと、やっぱりこういっ

た啓発ですよね。皆さんへの啓発がすごく大

事になってくると思います。 

 というところで、ポイ捨てや不法投棄が犯

罪であるということは皆さん御存じだと思い

ますが、詳しくはどのような罰則があるのか

御存じでしょうか。 

 ポイ捨ては、空き缶一つ、たばこ一本でも

成立し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

においては、５年以下の懲役、もしくは

1,000万円以下の罰金、もしくはその両方が

科せられるとなっております。そして、川、

溝へのポイ捨ては軽犯罪法に抵触し、30日未

満の拘留、１万円未満の科料が科せられるこ

ととなっています。そしてまた、車の中から

のたばこのポイ捨ては、道路交通法違反で５

万円以下の罰金となっています。 

 たったのたばこ一本でも、公共の場に捨て

るということは立派な犯罪です。環境省によ

る不法投棄撲滅アクションプランにおいて

は、３つの視点で推進していくことが計画さ

れているのですが、一番重要なポイントは地

域における意識の向上だというふうに捉えて

います。地域の人々が自分ごととして、未来

の子供たちのために住みよい、美しい地球を

守っていく。そういった意識を高めていく必

要があるのではないかと思います。 

 今言われましたポイ捨て禁止月間ですけれ

ども、ただ策定するだけではなくて、皆さん

に知ってもらって理解してもらう。ポイ捨て

は駄目なんだよというのは子供でも知ってい

るんですが、なぜか大人になると忘れてしま

うんですね。そういったことがないように、

ぜひ皆さんにそういった啓発を行っていって

いただきたいなと思います。 

 皆さん御存じのパナソニックの創業者、松

下幸之助さんのお話を少しさせてもらいたい

なと思うんですが、松下さんは、雇ったばか

りの秘書に、京都駅からある料亭へ向かって

いるときのことなんですけれども、ここは全

部俺の土地なんやと言いました。ああ、さす

がだな、その新しく来た秘書は思ったそうな

んですね。今から行く料亭も自分の店なんや

と。すごいですね、はーっと驚いていると、

それは実は冗談なんだけど、そう考えたら面

白くないかと。ここが自分の土地だったら、

自分の家だったら、みんなもっときれいに管

理するだろう。ポイ捨てなんか考えないだろ

うということらしいんですよ。 

 町長にとって、中能登町は自分の大事な家

ですし、私たちにとっても自分の大事な住ん

でいる地域なんですよね。自分の家だけが家

なんじゃなくて、住んでいる地域が全部自分

たちのお互いに管理し合っていく場所なんだ

なという意識を高めていけば、皆さん、ポイ

捨てどころか、お互いに思いやりあって、き

れいにしていけるんじゃないかなということ

を私はこの松下さんのお話から感じました。 

 それをぜひ皆さんにこういった思いを共有

していただいて、きれいな住みよい中能登町

にしていっていただきたい、していきたいと

いう思いで、私の一般質問を終えます。 

 以上です。 
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 ◎散   会 

○議長（笹川広美議員） 以上で本日の日程

は終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午前11時05分 散会 
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   （追加日程第１） 

 

        議案第８号 令和５年度中能登町一般会計補正予算 
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           午後３時00分 開議 

 

 ◎開   議 

○議長（笹川広美議員） ご苦労さまです。 

 ただいまの出席議員数は11名です。 

 本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

であります。 

 

 ◎各常任委員会委員長報告 

○議長（笹川広美議員） 日程第１ 

 本定例会議から付託しておりました議案第

４号から議案第７号を一括して議題としま

す。 

 以上の案件に関し、各常任委員会における

審査の過程及び結果について各常任委員会委

員長の報告を求めます。 

 最初に、総務建設常任委員会 甲部昭夫委

員長 

  〔総務建設常任委員会委員長（甲部昭夫 

   議員）登壇〕 

○総務建設常任委員会委員長（甲部昭夫議

員） 総務建設常任委員会における審査の過

程並びに結果についてご報告いたします。 

 今定例会議で付託されました案件は、議案

１件であり、執行部からの説明を求め、慎重

に審査をいたしました。 

 付託されました議案１件についての質疑、

意見などは、特にございませんでした。 

 討論、採決の結果、当委員会に付託されま

した議案１件については、全会一致で可決い

たしました。 

 なお、今回報告いたしました結果について

は、お手元に配付済みの委員会審査報告書の

とおりであります。 

 以上で総務建設常任委員会からの審査結果

の報告を終わります。 

 以上です。 

○議長（笹川広美議員） 次に、予算決算常

任委員会 林 真弥委員長 

  〔予算決算常任委員会委員長（林 真弥 

   議員）登壇〕 

○予算決算常任委員会委員長（林 真弥議

員） 予算決算常任委員会における審査の過

程並びに結果についてご報告いたします。 

 今定例会議で付託されました補正予算に係

る案件は、議案３件であり、執行部からの説

明を求め、慎重に審査をいたしました。 

 審査の過程における質疑、意見など、主な

ものについて申し上げます。 

 議案第５号 令和５年度中能登町水道事業

会計、建設改良費の委託料49万5,000円の増

額について説明を求めたところ、既に作成さ

れている中能登町水道危機管理マニュアル

に、１月の寒波による被害を受け、県指導の

下、低温時における項目を追加修正するもの

との説明を受けました。 

 質疑終了後、討論、採決の結果、付託され

た補正予算に係る議案３件は、全会一致で可

決をいたしました。 

 なお、今回報告いたしました結果は、お手

元に配付済みの委員会審査報告書のとおりで

あります。 

 以上で予算決算常任委員会からの報告を終

わります。 

○議長（笹川広美議員） 以上で各常任委員

会の委員長報告が終わりました。 

 

 ◎質   疑 

○議長（笹川広美議員） これより、委員長

報告に対する質疑を一括して行います。 

 質疑のある方はご発言願います。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 

 これで質疑を終結します。 

 

 ◎討論、採決 

○議長（笹川広美議員） これより、議案第

４号から議案第７号について一括して討論を
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行います。 

 まず、反対討論の発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 次に、賛成討論の

発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 

 以上で討論を終結します。 

 これより、採決を行います。 

 議案第４号 令和５年度中能登町一般会計

補正予算について採決します。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第４号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第５号

 令和５年度中能登町水道事業会計補正予算

及び議案第６号 令和５年度中能登町下水道

事業会計補正予算について一括して採決しま

す。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第５号及び議案第６号は、原

案のとおり可決されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、議案第７号

 石川県市町村職員退職手当組合規約の変更

について採決します。 

 お諮りします。 

 本件に対する委員長の報告は、原案のとお

り可決であります。 

 本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 

 よって、議案第７号は、原案のとおり可決

されました。 

 

 ◎追 加 日 程 

○議長（笹川広美議員） お諮りします。 

 ただいま宮下町長から 

 議案第８号 令和５年度中能登町一般会計

補正予算 

 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦に

ついて 

 同意第１号 教育委員会委員の任命につい

て 

の議案１件及び諮問１件並びに同意１件がそ

れぞれ提出されました。 

 これを日程に追加し、直ちに議題としたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。 

 よって、議案第８号及び諮問第１号並びに

同意第１号を日程に追加し、直ちに議題とす

ることに決定しました。 

 議事日程を配付しますので、暫時休憩しま

す。 

           午後３時09分 休憩 

 

           午後３時10分 再開 

○議長（笹川広美議員） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

 



－70－ 

 ◎議案の上程 

○議長（笹川広美議員） 追加日程第１ 

 議案第８号及び諮問第１号並びに同意第１

号を議題とします。 

 町長より提案理由の説明を求めます。 

  〔宮下為幸町長登壇〕 

○宮下為幸町長 本日、追加提案いたしまし

た議案につきまして、その概要をご説明いた

します。 

 最初に、議案第８号 令和５年度中能登町

一般会計補正予算につきましては、歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ8,100万円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ103億9,543万6,000円とするものであり

ます。 

 補正予算の歳入では、第18款繰入金の財政

調整基金繰入金として8,100万円を増額する

ものであります。 

 歳出では、第７款商工費の商工振興費で、

緊急経済対策事業に係る経費として8,100万

円を増額するものであります。 

 次に、諮問第１号 人権擁護委員候補者の

推薦についてであります。 

 今回、人権擁護委員候補者に、澤祐紀惠氏

を最適任者として推薦したいので、人権擁護

委員法第６条第３項の規定に基づき、議会の

意見を求めるものであります。 

 任期は、令和５年10月１日から令和８年９

月30日までの３年間であります。 

 次に、同意第１号 教育委員会委員の任命

についてであります。 

 今回、教育委員会委員に、坂本真弓氏を最

適任者として任命したいので、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第４条第２項の

規定により、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 任期は、令和５年６月30日から令和９年６

月29日までの４年間であります。 

 以上、本日追加提案いたしました議案につ

き、ご説明申し上げましたが、議員各位にお

かれましては、慎重なるご審議の上、適切な

る議決を賜りますようお願いを申し上げまし

て、提案理由の説明を終わります。 

○議長（笹川広美議員） 町長の提案理由の

説明が終わりました。 

 初めに、議案第８号 令和５年度中能登町

一般会計補正予算について質疑を行います。 

 質疑の方はありませんか。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 質疑はないものと

認め、質疑を終結します。 

 お諮りいたします。 

 議案第８号については、会議規則第35条第

３項により委員会付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認め、

委員会付託を省略します。 

 

 ◎討論、採決 

○議長（笹川広美議員） これより、議案第

８号 令和５年度中能登町一般会計補正予算

について討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許し

ます。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 次に、賛成討論の

発言を許します。 

  〔「なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） ないようでありま

す。 

 以上で討論を終結します。 

 これより、議案第８号 令和５年度中能登

町一般会計補正予算を採決します。 

 お諮りします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成

の方の起立を求めます。 

  〔賛成者起立〕 

○議長（笹川広美議員） 起立全員でありま

す。 
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 よって、議案第８号は、原案のとおり可決

されました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、諮問第１号

 人権擁護委員候補者の推薦について 

 本案は人事案件でありますので、議会運営

に関する申合せ事項第23項により、質疑、討

論、委員会付託を省略し、直ちに採決いたし

ます。 

 これより、諮問第１号 人権擁護委員候補

者の推薦について採決を行います。 

 お諮りします。 

 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦に

ついては、適任であるとすることにご異議あ

りませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。よって、諮問第１号 人権擁護委員候補

者の推薦については、適任であることに決定

しました。 

 

○議長（笹川広美議員） 次に、同意第１号

 教育委員会委員の任命について 

 本案は人事案件でありますので、質疑、討

論、委員会付託を省略し、直ちに採決いたし

ます。 

 これより、同意第１号 教育委員会委員の

任命について採決を行います。 

 お諮りします。 

 同意第１号 教育委員会委員の任命につい

ては、原案のとおり同意することにご異議あ

りませんか。 

  〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（笹川広美議員） 異議なしと認めま

す。よって、同意第１号 教育委員会委員の

任命については、原案のとおり同意すること

に決定しました。 

 

 ◎散   会 

○議長（笹川広美議員） 以上で、本定例会

議に付議をされました案件の審議は終了いた

しました。 

 これをもって、令和５年度中能登町議会６

月定例会議を散会いたします。 

 ご苦労さまでした。 

           午後３時17分 散会 
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